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明
治
初
期
の
神
職
を
め
ぐ
る
裁
判
と
そ
の
特
質
－
相
州
六
所
神
社
の
神
主
職
を
め
ぐ
る
裁
判
と
神
祇
官
・
神
奈
川
県
－

早
田
旅
人
＊

は
じ
め
に

明
治
初
期
、
各
地
の
神
社
で
神
仏
分
離
に
よ
る
別
当
・
社
僧
の
復
飾
が
お
こ
な
わ
れ
、

神
社
内
秩
序
が
変
容
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
と
も
な
い
神
職
身
分
を
め
ぐ
る
紛
争
も

発
生
し
た
。
相
模
国
に
お
い
て
も
寒
川
神
社
や
大
山
阿
夫
利
神
社
で
神
職
の
地
位
を
め

ぐ
る
争
論
の
発
生
が
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
廃
仏
毀
釈
・
神
仏
分
離
と
そ
の
過
程
を
扱
っ
た
研
究
は
多
い
が
、
そ
れ
に

と
も
な
っ
て
発
生
し
た
神
職
身
分
を
め
ぐ
る
裁
判
そ
の
も
の
を
検
討
対
象
と
し
た
研
究

は
乏
し
く
、
管
見
の
限
り
で
は
見
当
た
ら
な
い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
相
模
国
淘
綾
郡
六
所
神
社
で
発
生
し
た
神
主
身
分
を
め
ぐ
る
争

論
と
、
そ
の
裁
判
を
扱
っ
た
神
砥
官
・
神
奈
川
県
の
対
応
の
紹
介
と
検
討
を
通
し
て
、

こ
の
時
期
の
神
職
を
め
ぐ
る
裁
判
の
特
質
を
考
え
て
み
た
い
。

l
　
幕
末
期
の
六
所
神
社
・
出
縄
主
水
と
神
仏
分
離
・
神
主
職
問
題

1
　
六
所
神
社
と
出
縄
主
水

最
初
に
本
稿
の
検
討
対
象
と
な
る
六
所
神
社
と
出
縄
家
・
出
縄
主
水
に
つ
い
て
、
検

討
の
前
提
と
な
る
幕
末
期
に
至
る
状
況
を
中
心
に
概
観
し
て
お
き
た
い
。

六
所
神
社
は
相
模
国
総
社
と
さ
れ
、
淘
綾
郡
国
府
新
宿
村
　
（
大
磯
町
）
　
に
所
在
す
る

国
府
新
宿
・
国
府
本
郷
・
生
沢
・
虫
窪
の
四
ケ
村
　
（
大
磯
町
）
　
の
鎮
守
で
あ
る
。
朱
印

地
五
〇
石
を
所
持
し
、
別
当
は
古
義
真
言
宗
真
勝
寺
が
勤
め
て
い
た
。
同
社
で
五
月
五

日
に
執
行
さ
れ
る
国
府
祭
は
、
一
之
宮
寒
川
神
社
・
二
之
宮
川
匂
神
社
・
三
之
宮
比
々

多
神
社
・
四
之
宮
前
鳥
神
社
・
八
幡
村
八
幡
神
社
の
五
社
の
神
輿
が
揃
う
最
も
重
要
な

神
事
で
、
現
在
、
神
奈
川
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

『
新
編
相
模
国
風
土
記
栢
』
（
以
下
、
『
風
土
記
』
）
に
よ
れ
ば
、
六
所
神
社
に
は
別
当

真
勝
寺
の
は
か
供
僧
四
寺
、
社
人
一
五
戸
が
あ
り
、
社
人
は
　
「
神
主
」
　
と
し
て
国
府
本

郷
村
の
近
藤
因
幡
、
「
神
官
」
と
し
て
鍵
取
役
の
万
田
村
出
縄
主
水
、
以
下
　
「
執
事
」
一

名
、
「
在
庁
」
　
四
名
、
「
大
禰
宜
」
・
「
小
禰
宜
」
各
一
名
、
「
催
促
」
　
五
名
、
「
宮
使
」
一

名
の
構
成
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
地
域
の
史
料
に
近
藤
因
幡
（
書
兵
衛
）
を
　
「
神

主
」
　
と
記
し
た
も
の
は
な
い
。
ま
た
、
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
に
真
勝
寺
が
定
め
た

祭
事
に
お
け
る
諸
役
の
定
吉
に
「
神
主
布
施
三
河
」
の
記
載
が
あ
る
が
、
布
施
三
河
は

戦
国
期
の
六
所
神
社
神
主
で
あ
り
、
文
政
期
に
は
存
在
し
な
い
人
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら

か
ら
近
藤
因
幡
家
は
実
際
に
は
「
神
主
」
で
は
な
く
、
「
神
主
」
　
は
祭
事
に
の
み
　
「
布
施

三
河
」
　
役
で
現
れ
る
儀
式
上
の
身
分
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
六
所
神
社
は

「
別
当
身
体
之
社
」
　
と
し
て
別
当
真
勝
寺
が
一
手
に
支
配
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
　
「
神

主
」
　
身
分
の
曖
昧
さ
が
、
後
述
す
る
神
主
職
を
め
ぐ
る
争
論
の
遠
因
に
な
っ
て
い
た
。

次
に
出
縄
主
水
家
で
あ
る
が
、
同
家
は
淘
綾
郡
万
田
村
寺
山
久
保
（
平
塚
市
万
田
）

に
居
住
し
、
『
風
土
記
』
に
は
「
旧
家
慶
蔵
」
　
と
し
て
　
「
往
昔
よ
り
国
府
新
宿
六
所
宮
の

＊
平
塚
市
博
物
館
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神
官
と
し
て
鎗
取
役
を
勤
め
、
社
領
の
内
を
配
当
す
、
即
職
名
を
出
縄
主
水
と
呼
べ
り
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
出
絶
家
が
錆
取
役
を
勤
め
る
根
拠
は
、
同
家
が
所
持
す
る

天
文
一
二
年
（
一
五
四
三
）
九
月
の
輪
取
免
寄
進
状
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
小
田
原
北
条

氏
家
臣
松
田
六
郎
左
衛
門
尉
ら
が
　
「
寺
山
清
三
郎
」
　
に
宛
て
て
山
下
郷
寺
山
の
田
畠
を

「
国
荷
六
所
為
鎗
取
免
、
令
寄
進
候
」
　
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
出
縄
家
は
こ
の
寺
山
清

三
郎
を
祖
先
に
位
置
づ
け
鎗
取
役
を
継
承
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
文
政
期
以
降
に
は
、

養
老
年
中
（
七
一
七
～
七
二
三
）
　
に
六
所
神
社
の
扉
を
開
け
た
と
い
う
「
出
縄
王
子
」

を
同
家
の
祖
先
と
し
て
鎗
取
役
の
根
拠
と
す
る
由
緒
を
語
っ
て
い
た

そ
の
後
、
天
保
一
〇
年
（
一
八
三
九
）
一
一
月
に
出
縄
慶
蔵
が
別
当
・
社
僧
に
勧
め

ら
れ
て
白
川
神
祇
伯
家
の
許
状
を
取
得
す
る
と
、
同
家
は
神
職
意
識
を
強
め
て
い
っ
た
。

翌
年
九
月
、
慶
蔵
は
領
主
へ
神
職
名
「
主
水
」
　
へ
の
改
名
を
願
う
が
、
村
民
か
ら
　
「
神

職
相
好
候
者
二
付
、
平
生
権
威
二
募
り
」
と
批
判
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
容
易
に
許

可
さ
れ
ず
、
嘉
永
七
年
（
一
八
五
四
）
閏
七
月
に
な
り
、
漸
く
改
名
が
許
可
さ
れ
た
。

し
か
し
、
同
時
に
　
「
神
主
と
唱
候
儀
者
相
成
か
た
く
」
　
と
　
「
神
主
」
　
を
名
乗
る
こ
と
を

（13）

牽
制
さ
れ
た
。

慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
一
二
月
、
慶
蔵
が
死
去
し
、
本
稿
の
中
心
人
物
で
あ
る
嫡

子
の
周
蔵
が
家
を
継
い
だ
。
周
蔵
は
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
　
に
生
ま
れ
、
父
の
死
の

翌
年
一
〇
月
に
領
主
よ
り
「
主
水
」
襲
名
を
許
さ
れ
た
　
（
以
下
、
周
蔵
を
「
主
水
」
と

表
記
）
。
翌
慶
応
三
年
に
は
白
川
家
許
状
を
取
得
し
、
そ
の
許
状
中
で
「
神
主
」
号
を
獲

得
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
白
川
家
と
主
水
の
間
の
書
類
の
み
に
表
記
さ
れ
た
も
の
で
、

領
主
・
村
・
神
社
の
承
認
を
得
ず
に
獲
得
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
戊
辰
戦
争
が
勃
発
す
る
と
慶
応
四
年
四
月
一
三
日
、
主
水
は
　
「
六
所
宮
神

主
」
を
名
乗
り
大
総
督
府
へ
神
璽
を
献
上
、
相
州
大
山
御
師
を
主
体
と
し
た
草
葬
隊
で

あ
る
懲
胡
隊
へ
　
「
六
所
宮
神
主
」
と
し
て
入
隊
、
活
動
し
た
。
主
水
は
戊
辰
戦
争
を
機

に
「
神
主
」
化
、
「
神
主
」
身
分
の
既
成
事
実
化
を
図
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
他
の

神
職
隊
に
下
さ
れ
た
　
「
御
朱
印
高
由
緒
書
上
」
提
出
の
沙
汰
が
自
分
に
も
下
る
よ
う
所

属
隊
長
に
無
断
で
工
作
し
た
こ
と
で
謹
慎
を
命
じ
ら
れ
、
草
弄
隊
運
動
か
ら
離
脱
し
て

し
ま
っ
た
。
「
御
朱
印
高
由
緒
書
上
」
提
出
は
、
新
政
府
に
彼
の
六
所
神
社
の
　
「
神
主
」

と
し
て
の
地
位
を
認
め
て
も
ら
う
好
機
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な

（15）

か
っ
た
。

そ
し
て
、
草
葬
隊
運
動
離
脱
後
の
主
水
は
帰
郷
後
、
六
所
神
社
で
神
仏
分
離
運
動
を

開
始
す
る
こ
と
に
な
る
。

2
　
出
縄
主
水
の
神
仏
分
離
運
動

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
七
月
二
〇
日
、
草
葬
隊
運
動
か
ら
離
脱
、
帰
郷
し
た
出
縄

主
水
は
六
所
神
社
の
別
当
真
勝
寺
を
訪
れ
、
「
復
飾
之
義
致
し
、
神
務
可
然
旨
」
を
申
し

入
れ
た
。
真
勝
寺
は
　
「
別
当
供
僧
共
一
同
滅
罪
旦
家
有
之
候
二
付
、
復
飾
難
相
成
」
　
と

難
色
を
示
し
た
が
、
社
内
か
ら
　
「
本
地
薬
師
之
像
抜
出
し
」
　
た
旨
を
答
え
た
。
ま
た
、

八
月
六
日
に
は
渋
沢
村
（
秦
野
市
）
渋
沢
八
幡
宮
神
主
諸
星
相
模
を
訪
ね
、
同
人
か
ら

「
当
御
門
人
（
白
川
家
門
人
）
丈
之
神
職
神
祇
官
附
属
被
仰
付
、
人
別
等
神
祀
官
へ
差

上
度
」
旨
を
出
願
し
た
こ
と
を
聞
い
た
。
そ
こ
で
、
翌
々
日
、
主
水
は
六
所
神
社
の
社

人
ら
に
　
「
社
中
人
別
一
社
限
り
取
調
、
神
祇
官
江
差
上
皮
」
旨
を
示
談
し
た
。
結
局
、

社
人
ら
の
合
意
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
主
水
は
社
中
の
神
祇
官
附
属
を
自
己
の
主
導

で
出
願
す
る
こ
と
で
、
神
社
筆
頭
の
地
位
獲
得
を
は
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
後
、

西
小
磯
村
と
の
地
所
を
め
ぐ
る
裁
判
の
た
め
国
元
を
離
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
が
、

帰
国
後
の
明
治
元
年
（
九
月
八
目
に
慶
応
か
ら
改
元
）
一
一
月
二
二
日
、
主
水
は
真
勝

寺
の
　
「
未
夕
僧
形
二
両
神
勤
被
致
趣
」
を
非
難
し
、
社
前
の
仏
具
の
撤
去
を
求
め
た
。

さ
ら
に
二
八
日
に
は
、
神
社
に
お
け
る
僧
形
で
の
神
勤
の
禁
止
と
幣
畠
の
白
川
家
流
へ

の
変
更
を
申
し
入
れ
た
。

先
述
の
よ
う
に
六
所
神
社
は
こ
れ
ま
で
別
当
が
支
配
し
、
神
主
は
唆
味
な
存
在
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
慶
応
四
年
三
月
一
七
日
の
神
仏
判
然
令
は
、
別
当
廃
止
後
の
六
所
神
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社
の
主
導
権
を
争
点
化
さ
せ
、
出
縄
主
水
に
と
っ
て
自
ら
を
　
「
神
主
」
　
と
し
て
、
別
当

廃
止
後
の
神
社
支
配
権
を
獲
得
す
る
好
機
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
出
縄

主
水
に
と
っ
て
の
神
仏
分
離
運
動
は
、
自
己
の
主
導
で
運
動
を
進
め
る
こ
と
で
別
当
を

離
社
、
あ
る
い
は
配
下
神
職
と
し
、
自
ら
を
　
「
神
主
」
　
と
し
て
神
社
内
の
主
導
権
を
獲

得
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
、
一
二
月
一
日
に
主
水
が
真
勝
寺
と
面
会
し
た
際
、
真
勝
寺
か
ら
　
「
君
者
神
主

と
被
申
候
由
、
如
何
二
候
哉
」
　
と
質
さ
れ
た
。
主
水
は
白
川
家
許
状
や
草
葬
隊
活
動

で
　
「
神
主
」
　
を
称
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
領
主
・
村
・
神
社
の
承
認
を
得
た
も
の
で
は

な
か
っ
た
（
先
述
）
。
真
勝
寺
は
そ
の
点
を
突
き
、
主
水
の
神
主
と
し
て
の
正
当
性
を
質

し
た
の
だ
が
、
こ
こ
か
ら
は
主
水
の
　
「
神
主
」
　
と
し
て
の
地
位
が
、
他
の
神
社
関
係
者

に
と
っ
て
決
し
て
自
明
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

3
　
近
藤
吉
兵
衛
・
近
藤
七
郎
兵
衛
の
神
主
職
出
願

出
縄
主
水
は
　
「
神
主
」
　
と
し
て
神
社
の
主
導
権
を
握
る
べ
く
草
弄
隊
運
動
や
神
仏
分

離
運
動
に
励
ん
だ
が
、
六
所
神
社
の
「
神
主
」
職
を
主
張
し
た
の
は
彼
だ
け
で
は
な
か
っ

た
。
こ
の
間
、
国
府
本
郷
村
の
近
藤
吉
兵
衛
は
韮
山
県
へ
出
願
し
、
六
所
神
社
の
　
「
本

神
主
」
　
の
身
分
を
認
め
ら
れ
、
同
年
二
一
月
に
は
　
「
三
河
」
　
へ
の
改
名
と
神
葬
祭
も
同

県
に
願
い
出
て
い
た
　
（
以
下
、
吉
兵
衛
を
　
「
三
河
」
　
と
表
記
）
。
ま
た
、
国
府
本
郷
村

の
近
藤
七
郎
兵
衛
も
同
じ
こ
ろ
「
別
当
差
添
、
近
藤
七
郎
兵
衛
江
神
主
願
い
た
し
、
御

聞
届
之
上
、
知
県
事
よ
り
御
附
札
相
成
」
　
と
、
別
当
を
背
後
に
控
え
て
韮
山
県
へ
神
主

職
を
出
願
し
許
可
さ
れ
て
い
た
。
近
藤
七
郎
兵
衛
は
社
僧
付
役
人
で
あ
り
、
真
勝
寺
は

彼
を
神
主
に
す
る
こ
と
で
神
社
内
の
影
響
力
確
保
を
ね
ら
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
、
出
縄
主
水
・
近
藤
三
河
・
近
藤
七
郎
兵
衛
の
三
人
が
六
所

神
社
の
　
「
神
主
」
　
を
自
任
・
主
張
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
運
動
・
出
願
を
展
開
し
は
じ
め
た

の
で
あ
る
。

二
　
神
主
職
を
め
ぐ
る
裁
判
と
そ
の
経
過

1
　
争
論
の
発
生
と
神
祇
官
で
の
裁
許

－
　
明
治
二
年
一
月
一
日
～
三
月
一
五
日
1

明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
元
旦
、
出
縄
主
水
が
神
勤
の
た
め
六
所
神
社
へ
出
張
す
る

と
、
近
藤
三
河
・
近
藤
七
郎
兵
衛
の
両
人
が
装
束
を
着
用
し
て
現
れ
、
「
大
乱
二
相
成
候

様
子
」
　
と
な
り
、
主
水
は
　
「
御
扉
不
問
、
御
供
物
而
己
扉
外
二
両
相
備
、
引
取
」
　
ら
ざ

る
を
え
な
く
な
っ
た
。
元
旦
祭
事
の
場
で
三
人
が
神
主
身
分
を
主
張
し
あ
い
、
神
事
が

紛
糾
し
た
の
で
あ
る
。

二
月
五
日
、
主
水
は
東
京
へ
出
て
小
川
町
（
東
京
都
千
代
田
区
）
　
の
神
祇
官
権
判
事

古
川
三
郎
（
豊
彰
）
宅
へ
赴
き
、
古
川
の
家
来
に
な
っ
て
い
た
元
白
川
家
役
人
の
内
海

隼
人
に
面
会
し
た
。
内
海
は
主
水
に
　
「
白
川
殿
御
許
状
之
義
者
御
取
用
相
成
候
間
、
是

迄
之
通
り
こ
両
神
勤
可
致
旨
」
　
と
、
「
継
目
之
義
者
、
府
藩
県
之
印
鑑
ヲ
以
神
祇
官
江

可
願
出
旨
」
を
申
し
渡
し
た
。
主
水
は
自
分
以
外
の
神
主
を
主
張
す
る
者
の
出
現
に
よ

り
、
所
有
す
る
白
川
家
許
状
の
有
効
性
と
神
職
継
目
の
手
続
き
を
確
認
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
神
職
継
目
に
つ
い
て
は
明
治
元
年
一
二
月
二
〇
日
に
　
「
諸
国
大
小
神
社
神
職
継

目
之
儀
ハ
所
部
之
府
藩
県
之
印
鑑
ヲ
以
可
願
出
候
」
　
と
の
達
が
出
さ
れ
て
お
り
、
府
藩

県
を
通
し
て
神
祇
官
か
ら
許
状
が
授
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
近
藤
三
河
・
近

藤
七
郎
兵
衛
は
韮
山
県
へ
こ
の
手
続
き
を
経
た
う
え
で
神
主
を
主
張
し
た
が
、
出
縄
主

水
は
こ
れ
を
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
七
日
に
主
水
は
芝
新
銭
座
町
（
東
京
都
港
区
）

の
韮
山
県
役
所
へ
　
「
渠
等
新
規
神
主
願
仕
候
哉
有
無
奉
伺
候
」
と
三
河
・
七
郎
兵
衛
の

神
主
職
出
願
の
事
実
確
認
を
求
め
る
伺
書
を
提
出
し
た
。
九
日
、
韮
山
県
は
両
人
を
召

喚
す
る
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
待
機
を
主
水
に
指
示
し
た
。

し
か
し
、
二
月
一
二
日
、
待
機
中
の
主
水
の
も
と
に
神
奈
川
県
か
ら
　
「
神
祇
官
へ
可

罷
出
旨
」
　
の
差
紙
が
届
け
ら
れ
た
。
実
は
淘
綾
郡
の
村
々
は
明
治
元
年
二
月
に
韮
山
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県
か
ら
神
奈
川
県
へ
支
配
が
移
管
さ
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
韮
山
県
は
支
配
替
え
を
う

け
て
、
こ
の
神
主
一
件
の
処
理
を
神
奈
川
県
に
委
ね
、
神
奈
川
県
は
神
主
職
を
巡
る
争

論
と
い
う
本
件
の
性
質
か
ら
主
水
に
神
祇
官
で
の
裁
判
を
指
示
し
た
と
思
わ
れ
る
。
翌

一
三
日
、
主
水
は
神
祇
官
へ
着
届
を
提
出
し
た
。

二
月
二
〇
日
、
主
水
は
韮
山
県
役
所
を
訪
ね
、
七
日
に
提
出
し
た
伺
書
の
返
答
を
求

め
る
と
、
「
当
役
所
二
両
間
違
二
而
聞
届
ケ
候
へ
共
、
今
般
呼
出
し
取
調
候
処
、
出
入

こ
も
可
相
成
程
之
義
候
へ
者
、
当
時
支
配
達
之
義
二
付
、
挨
拶
難
致
」
　
と
の
返
事
で
あ
っ

た
。
韮
山
県
は
三
河
ら
の
願
書
を
誤
っ
て
聞
き
届
け
て
し
ま
っ
た
が
、
彼
ら
を
取
調
べ

た
と
こ
ろ
裁
判
に
な
り
そ
う
で
あ
り
、
今
は
支
配
違
い
で
あ
る
と
し
て
対
応
を
拒
絶
し

た
の
で
あ
る
。
「
間
違
二
両
聞
屈
ケ
」
　
と
は
、
す
で
に
淘
綾
郡
の
支
配
が
神
奈
川
県
に

移
管
さ
れ
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
河
ら
の
神
主
職
の
出
願
を
許
可
し
て
し
ま
っ

た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

こ
れ
よ
り
以
後
、
神
祇
官
が
訴
訟
の
場
と
な
っ
た
。
二
月
二
五
日
、
主
水
は
神
祇
官

へ
訴
状
を
提
出
し
た
。
訴
状
に
は
主
水
の
戊
辰
戦
争
参
加
の
実
績
と
と
も
に
、
韮
山
県

の
三
河
ら
へ
の
神
主
職
許
可
は
　
「
御
不
行
届
」
　
で
あ
っ
た
こ
と
も
述
べ
ら
れ
、
彼
ら
へ

の
取
調
べ
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
。

三
月
五
日
、
神
祇
官
で
出
縄
主
水
・
近
藤
三
河
・
近
藤
七
郎
兵
衛
の
三
人
の
取
調
べ

が
お
こ
な
わ
れ
た
。
取
調
べ
の
場
で
主
水
は
主
要
な
神
事
は
　
「
御
璽
達
等
総
而
私
相
勤

候
」
　
と
主
張
し
た
が
、
先
祖
を
　
「
相
武
国
造
」
　
と
す
る
由
緒
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、

「
国
造
杯
と
申
立
候
義
碇
と
証
拠
無
之
候
而
者
難
申
立
、
（
中
略
）
猥
二
右
様
之
義
中
間

敷
」
　
と
替
め
ら
れ
た
。
先
述
の
よ
う
に
出
縄
家
は
従
来
、
「
出
縄
王
子
」
　
を
先
祖
に
し

て
鏑
取
役
の
根
拠
と
す
る
由
緒
を
語
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
主
水
は
草
葬
隊
離
脱
後
、

そ
の
由
緒
を
払
拭
し
、
相
武
国
造
を
先
祖
と
し
て
　
「
先
祖
国
造
以
来
よ
り
引
続
私
方
こ

両
社
頭
向
都
而
進
退
仕
来
候
」
　
と
す
る
由
緒
を
創
出
し
て
い
た
。
こ
れ
は
戦
国
期
の
神

主
で
あ
る
布
施
三
河
か
ら
の
神
主
職
継
承
を
主
張
し
は
じ
め
た
両
近
藤
家
の
由
緒
に
対

抗
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
結
局
、
主
水
の
取
調
べ
は
そ
こ
で
終
わ
り
、
主
水
は
白
川
家

許
状
と
鎗
取
免
寄
進
状
の
提
示
を
指
示
さ
れ
て
退
出
し
た
。

そ
し
て
、
三
月
一
三
日
、
神
祇
官
に
お
い
て
権
判
事
古
川
三
郎
・
田
中
沖
太
郎
　
（
則

之
）
ら
の
列
席
で
「
吉
兵
衛
事
三
河
」
を
「
神
主
」
、
「
七
郎
兵
衛
事
清
因
」
　
（
以
下
、
「
清

困
」
　
と
表
記
」
）
　
を
　
「
禰
宜
」
、
出
縄
主
水
を
　
「
鍵
取
禰
宜
」
　
と
す
る
裁
許
が
下
り
た
。

主
水
の
相
武
国
造
の
由
緒
は
全
く
通
用
せ
ず
、
提
示
し
た
鏑
取
免
寄
進
状
が
出
縄
家
の

鎗
取
役
の
地
位
を
神
祀
官
に
確
認
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
裁
許
に
主
水
は
激
し
く
反
発
し
、
「
是
迄
神
勤
も
無
之
者
二
上
座
被
致
候
義
難

得
其
意
」
　
と
講
印
を
拒
否
し
た
。
翌
一
四
日
、
主
水
は
病
気
と
称
し
て
神
祇
官
へ
の
出

頭
を
拒
否
し
た
が
、
一
五
日
、
神
祇
官
へ
出
頭
し
、
自
己
の
正
当
性
を
主
張
す
る
願
書

を
提
出
す
る
も
、
裁
許
へ
の
請
印
を
命
じ
ら
れ
、
結
局
、
請
印
を
し
て
し
ま
っ
た
。

2
　
神
舐
官
裁
許
の
再
審
へ
向
け
た
模
索
と
神
奈
川
県
で
の
再
審

－
　
明
治
二
年
三
月
二
〇
日
～
七
月
四
日
　
－

請
印
は
し
た
も
の
の
裁
許
に
承
伏
で
き
な
い
出
縄
主
水
は
、
明
治
二
年
三
月
二
〇
日
、

六
所
神
社
の
神
事
と
自
己
の
職
役
を
記
し
た
伺
書
を
神
砥
官
へ
提
出
し
た
。
応
接
し
た

神
砥
官
の
東
儀
伊
予
守
は
近
藤
三
河
へ
の
神
主
職
任
命
は
　
「
全
人
物
調
之
上
二
無
之
」
、

「
証
拠
之
義
も
不
都
合
之
廉
」
　
が
あ
る
が
、
「
清
困
・
三
河
之
本
末
を
相
乱
し
、
一
旦
申

付
」
　
け
た
だ
け
で
あ
り
、
三
河
に
不
正
が
あ
れ
ば
　
「
当
官
こ
お
ゐ
て
職
業
引
上
」
げ
る

の
で
、
帰
国
せ
よ
と
主
水
に
指
示
し
た
。

四
月
一
日
、
主
水
は
小
川
町
の
古
川
三
郎
宅
へ
行
き
、
内
海
隼
人
へ
裁
判
に
つ
い
て

「
残
念
至
極
二
付
、
調
直
し
願
度
旨
中
人
」
　
れ
、
「
此
世
の
別
れ
に
古
川
殿
江
面
会
被
仰

付
度
」
　
と
迫
っ
た
が
、
「
宅
二
面
面
会
一
切
無
之
」
　
と
拒
否
さ
れ
た
。

四
月
五
目
、
主
水
は
白
川
家
屋
敷
へ
行
き
、
「
神
祇
官
事
件
内
願
」
を
し
た
。
裁
判
の

再
審
を
求
め
る
内
願
で
あ
ろ
う
。
応
接
し
た
白
川
家
の
阿
部
田
出
羽
守
は
　
「
右
は
神
砥

官
二
両
定
候
義
故
、
当
方
よ
り
手
入
難
致
」
　
と
し
て
、
神
祇
官
副
知
事
亀
井
玄
監
へ
の
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内
願
を
助
言
し
た
。
し
か
し
、
主
水
が
亀
井
に
接
触
し
た
形
跡
は
な
い
。

そ
の
後
、
四
月
二
〇
日
、
主
水
は
神
砥
官
権
判
事
古
川
三
郎
・
田
中
沖
太
郎
の
罷
免

の
情
報
に
接
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
古
川
ら
の
不
正
を
訴
え
神
祇
官
の
裁
判
の
再
審
を
求

め
る
願
書
を
二
六
日
に
浅
草
御
門
内
の
行
政
官
訴
状
箱
へ
投
函
、
五
月
四
日
に
は
日
本

橋
の
行
政
官
訴
状
箱
へ
投
函
し
た
。

そ
の
願
書
に
は
、
①
近
藤
三
河
は
昨
年
冬
の
神
主
職
出
願
以
来
、
武
州
榛
沢
郡
小
茂

田
村
北
向
明
神
神
主
中
嶋
数
馬
を
頼
み
、
古
川
三
郎
・
田
中
沖
太
郎
の
両
人
へ
　
「
虚
鰐

之
由
緒
」
を
吹
き
込
ん
だ
こ
と
、
②
古
川
ら
は
重
役
の
留
守
中
に
　
「
事
実
御
取
乱
も
無

之
」
　
三
河
を
神
主
と
す
る
裁
許
を
下
し
た
こ
と
、
③
古
川
は
白
川
家
役
所
廃
止
後
、
中

嶋
の
周
旋
で
自
宅
を
役
所
と
僧
称
し
、
復
飾
や
新
規
に
神
主
職
を
願
う
「
数
百
人
よ
り

御
礼
録
井
御
菓
子
料
等
卜
名
付
、
多
分
之
金
子
貪
り
取
」
　
っ
た
こ
と
、
④
今
回
の
裁
許

も
　
「
旧
冬
神
主
願
之
御
、
多
分
之
金
子
差
出
内
願
い
た
し
置
候
二
付
、
古
川
・
中
嶋
之

両
人
兼
而
差
合
居
次
第
」
　
に
よ
る
こ
と
、
な
ど
が
告
発
さ
れ
、
彼
ら
に
よ
る
裁
判
の
不

当
性
が
訴
え
ら
れ
て
い
た
。
主
水
は
古
川
・
田
中
罷
免
の
情
報
を
受
け
、
彼
ら
に
よ
る

裁
許
の
不
当
性
を
主
張
す
る
こ
と
で
再
審
を
求
め
た
と
い
え
る
。

五
月
二
日
、
主
水
は
以
前
か
ら
の
相
談
相
手
で
あ
る
武
蔵
国
府
中
六
所
営
神
主
猿

渡
容
盛
と
面
談
し
、
猿
渡
か
ら
神
祇
官
へ
の
再
審
願
書
の
提
出
を
助
言
さ
れ
た
。
そ
し

て
一
五
日
、
主
水
は
古
川
ら
へ
の
告
発
を
記
し
た
再
審
願
書
を
神
祇
官
へ
提
出
し
た
。

し
か
し
、
応
接
し
た
官
掌
か
ら
は
支
配
知
県
事
へ
の
出
願
を
指
示
さ
れ
た
。
主
水
は

「
御
当
官
二
両
御
裁
許
相
成
候
義
を
支
配
知
県
事
二
而
可
取
立
義
無
之
」
　
と
、
あ
く
ま

で
神
祇
官
で
の
再
審
を
求
め
た
。
す
る
と
、
主
水
の
支
配
・
肩
書
・
名
前
書
と
三
河
・

清
因
の
名
前
書
を
求
め
ら
れ
、
神
祇
官
か
ら
支
配
知
県
事
へ
問
い
合
わ
せ
の
う
え
沙
汰

す
る
と
指
示
さ
れ
た
。

五
月
二
二
日
、
神
祇
官
の
召
喚
で
出
頭
す
る
と
、
権
判
事
青
山
稲
書
は
主
水
の
願
書

通
り
で
あ
れ
ば
受
理
す
べ
き
案
件
だ
が
、
知
県
事
の
添
簡
の
な
い
出
願
は
　
「
差
越
」
　
に

な
る
と
し
て
、
ま
ず
支
配
知
県
事
へ
出
願
し
、
受
理
さ
れ
な
け
れ
ば
知
県
事
の
添
筒
を

持
参
し
て
神
祇
官
へ
出
頭
す
る
よ
う
に
指
示
し
た
。
ま
た
、
も
し
知
県
事
に
添
簡
発
給

を
拒
否
さ
れ
た
ら
、
そ
の
旨
を
神
祇
官
に
申
し
立
て
る
よ
う
に
と
も
指
示
し
た
。
さ
ら

に
、
神
祇
官
よ
り
支
配
知
県
事
へ
こ
の
件
に
つ
い
て
通
達
し
て
お
い
た
が
、
改
め
て
通

達
す
る
の
で
早
々
帰
国
の
う
え
支
配
知
県
事
へ
出
願
せ
よ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
翌
二

三
日
、
主
水
は
東
京
の
神
奈
川
県
出
役
に
神
主
一
件
の
願
書
を
提
出
し
た
が
、
神
奈
川

表
へ
出
願
す
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
、
二
四
日
、
神
奈
川
県
へ
出
願
す
る
旨
の
届
書
を
神

祇
官
に
提
出
し
て
帰
国
し
た
。

明
治
二
年
六
月
四
日
、
出
縄
主
水
は
横
浜
の
神
奈
川
県
裁
判
所
内
政
局
へ
一
件
の
再

審
を
求
め
る
願
書
を
提
出
し
た
。
長
谷
川
新
太
郎
が
応
接
し
、
主
水
に
短
文
に
し
た
願

書
の
提
出
を
求
め
、
六
日
、
主
水
は
短
文
の
願
書
と
神
祇
官
へ
提
出
し
た
願
書
の
写
し

を
提
出
し
た
。

翌
七
日
、
主
水
が
神
奈
川
県
へ
出
頭
す
る
と
、
長
谷
川
か
ら
社
中
姓
名
の
書
き
上
げ

を
求
め
ら
れ
提
出
し
た
。
し
か
し
、
席
順
に
書
く
よ
う
指
示
さ
れ
、
書
き
直
し
て
再
提

出
す
る
と
、
翌
日
の
出
頭
を
命
じ
ら
れ
た
。
八
日
に
は
長
谷
川
か
ら
主
水
の
肩
書
を

「
神
主
」
　
と
記
し
、
そ
の
理
由
を
書
く
よ
う
指
示
さ
れ
、
書
き
直
す
と
翌
日
の
出
頭
を

命
じ
ら
れ
た
。
九
日
、
長
谷
川
は
、
今
朝
願
書
を
上
達
し
た
が
、
ま
だ
相
手
の
召
喚
も

な
く
、
今
日
は
判
事
も
出
勤
し
て
な
い
と
し
て
主
水
に
明
後
一
一
日
の
出
頭
を
命
じ
た
。

し
か
し
、
一
一
日
、
一
二
日
と
主
水
が
出
頭
し
て
も
再
審
の
沙
汰
は
な
か
っ
た
。
一

三
日
、
長
谷
川
は
真
勝
寺
・
三
河
へ
一
六
日
ま
で
の
出
頭
を
命
じ
る
差
紙
を
出
す
と
し

て
、
主
水
に
六
月
一
六
日
ま
で
の
帰
村
を
命
じ
、
翌
日
主
水
は
帰
村
し
た
。

そ
し
て
、
六
月
一
七
日
、
主
水
は
再
び
神
奈
川
県
裁
判
所
へ
出
頭
し
、
一
八
日
に
長

谷
川
に
よ
る
近
藤
三
河
・
真
勝
寺
を
召
喚
し
て
の
取
調
べ
が
開
始
さ
れ
た
。
ま
ず
、
長

谷
川
は
三
河
に
　
「
韮
山
県
へ
神
主
職
願
出
候
御
、
社
中
一
統
承
知
之
上
願
出
候
哉
」
　
と

尋
ね
、
三
河
は
　
「
一
同
承
知
之
上
願
候
」
　
と
返
答
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
主
水
は
三
河
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の
神
主
職
出
願
は
全
く
知
ら
さ
れ
て
お
ら
ず
、
真
勝
寺
と
国
府
本
郷
村
名
主
近
藤
為
之

助
も
三
河
は
　
「
謀
判
」
　
で
出
願
し
た
と
言
っ
て
お
り
、
三
河
は
　
「
其
外
品
々
不
法
之
者
」

な
の
で
厳
重
な
吟
味
を
願
い
た
い
と
申
し
立
て
た
。
こ
れ
に
長
谷
川
が
三
河
へ
釈
明
を

求
め
る
と
、
三
河
は
　
「
別
条
無
御
座
由
緒
有
之
二
付
韮
山
県
よ
り
御
附
札
相
成
候
旨
」

を
主
張
し
、
「
謀
判
」
　
し
た
と
さ
れ
る
願
書
に
つ
い
て
は
写
し
を
宿
か
ら
持
参
す
る
と

し
て
退
出
し
た
。

次
に
真
勝
寺
が
尋
問
さ
れ
、
真
勝
寺
は
　
「
一
体
元
神
主
者
大
住
郡
上
吉
沢
村
へ
布
施

三
河
と
中
老
有
之
、
夫
よ
り
近
藤
七
郎
兵
衛
方
江
神
主
職
持
参
二
両
出
候
旨
」
を
主
張

し
た
。
戦
国
期
の
神
主
で
あ
る
布
施
三
河
か
ら
近
藤
七
郎
兵
衛
（
清
因
）
家
へ
の
神
主

職
継
承
を
語
る
由
緒
の
主
張
で
あ
る
。
こ
れ
に
主
水
は
証
拠
書
類
の
提
出
を
求
め
た
が
、

「
証
拠
者
一
切
無
之
」
　
と
の
返
答
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
三
河
が
戻
り
、
長
谷
川
が
三

河
に
社
領
の
配
当
高
を
尋
ね
る
と
、
三
河
は
二
石
余
あ
り
、
ま
た
延
宝
年
中
（
一
六
三

七
～
一
六
八
〇
）
　
に
真
勝
寺
へ
一
三
石
を
譲
っ
た
際
に
清
因
へ
二
石
余
を
遣
わ
し
、
神

主
を
代
勤
さ
せ
て
い
た
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
主
水
は
、
三
河
は
　
「
神
役
二
一

切
携
り
不
申
、
右
故
社
領
配
当
一
切
無
之
者
二
両
、
社
領
年
貢
取
立
や
話
人
二
候
」
と

申
し
立
て
た
。
す
る
と
三
河
は
　
「
私
義
者
当
時
之
処
、
御
朱
印
配
当
一
切
無
之
、
社
役

も
一
切
相
勤
不
申
旨
」
　
を
認
め
た
。
こ
こ
で
長
谷
川
は
主
水
と
三
河
に
証
拠
書
物
を
持

参
の
う
え
翌
日
の
出
頭
を
命
じ
た
。

翌
一
九
日
、
主
水
が
出
頭
す
る
と
、
長
谷
川
は
相
手
方
が
書
面
を
提
出
し
た
が
　
「
一

向
不
分
二
付
、
差
戻
し
」
　
た
と
し
て
翌
日
の
出
頭
を
命
じ
た
。
二
〇
日
、
主
水
が
出
頭

す
る
と
、
長
谷
川
か
ら
、
三
河
は
韮
山
県
へ
の
神
主
職
出
願
の
際
に
　
「
出
縄
主
水
杯
と

申
名
目
無
之
趣
」
　
を
主
張
し
た
が
、
「
当
県
二
文
政
度
之
頃
、
出
縄
主
水
と
申
名
前
相

見
」
　
ぇ
、
三
河
の
出
願
は
　
「
偽
願
」
　
で
あ
っ
た
こ
と
、
三
河
が
証
拠
と
し
て
提
出
し
た

小
田
原
北
条
氏
の
虎
朱
印
状
も
「
古
キ
書
物
二
候
得
共
、
寅
ノ
朱
印
と
者
相
見
へ
」
な

か
っ
た
こ
と
を
聞
か
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
長
谷
川
は
双
方
と
も
に
社
中
名
前
先
祖
書
と

現
在
の
名
前
を
席
順
に
記
し
て
提
出
す
る
よ
う
命
じ
た
。

そ
の
後
も
出
縄
主
水
は
横
浜
に
滞
在
し
続
け
、
六
月
二
七
日
に
真
勝
寺
の
檀
家
総
代

安
兵
衛
が
真
勝
寺
の
復
飾
を
神
奈
川
県
へ
出
願
し
た
と
の
情
報
を
得
た
。
翌
二
八
日
、

安
兵
衛
が
主
水
を
訪
れ
、
神
奈
川
県
の
　
「
厳
命
」
　
で
昨
日
、
真
勝
寺
の
復
飾
願
書
を
提

出
し
た
と
述
べ
た
。
主
水
は
　
「
以
之
外
之
義
二
付
、
早
々
御
裁
判
所
江
罷
出
、
伺
可
申

旨
」
　
を
返
答
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
示
談
し
た
い
と
し
て
　
「
一
両
日
猶
予
」
　
し
て
は
し

い
と
い
わ
れ
た
。
翌
二
九
日
、
主
水
は
真
勝
寺
の
復
飾
に
反
対
す
る
訴
状
を
作
成
し
て

神
奈
川
県
へ
出
頭
し
た
が
、
閉
庁
し
て
い
た
た
め
三
〇
日
に
提
出
し
た
。
長
谷
川
は
主

水
の
訴
状
を
受
理
し
た
が
、
「
真
勝
寺
之
願
書
取
置
候
連
取
用
候
義
こ
も
無
之
処
、
右

様
書
面
差
出
候
者
、
上
江
差
図
」
　
に
あ
た
る
と
主
水
を
答
め
、
「
氏
子
・
役
人
其
外
篤

と
取
乱
候
上
沙
汰
」
　
す
る
と
し
て
旅
宿
で
の
待
機
を
指
示
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
何
の
沙
汰
も
な
く
、
七
月
六
日
に
主
水
ら
は
　
「
廿
日
迄
盆
帰
村
」

を
命
じ
ら
れ
た
。
こ
の
後
、
七
月
中
に
清
因
は
自
ら
を
三
河
の
分
家
と
認
め
、
神
主
職

出
願
を
心
得
違
い
と
詫
び
る
詫
書
を
三
河
に
提
出
し
、
三
河
と
清
因
の
対
立
が
終
息
し

た
。
真
勝
寺
は
こ
の
両
近
藤
家
の
和
解
の
動
向
に
よ
り
、
清
因
を
神
主
に
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、
自
ら
神
主
に
な
る
べ
く
復
飾
を
出
願
し
た
と
思
わ
れ
る
。

3
　
盆
明
け
後
の
再
審
と
氏
子
の
不
帰
依

－
　
明
治
二
年
七
月
二
一
日
～
八
月
一
四
日
　
－

明
治
二
年
七
月
二
一
日
、
盆
明
け
に
よ
り
出
縄
主
水
は
神
奈
川
県
へ
出
頭
し
た
が
、

明
後
日
の
出
頭
を
命
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
二
三
日
、
二
五
日
、
二
六
日
と
主
水
が
出

頭
し
て
も
、
長
谷
川
の
不
在
な
ど
の
た
め
進
展
は
な
か
っ
た
。
た
だ
二
六
日
に
は
、
七

月
一
日
に
主
水
の
嫡
子
の
雪
雄
が
神
事
を
妨
害
さ
れ
た
旨
を
訴
え
る
伺
書
を
提
出
し
た
。

二
八
日
、
主
水
が
神
奈
川
県
へ
出
頭
す
る
と
、
長
谷
川
は
雪
雄
へ
の
神
事
妨
害
に
つ

い
て
三
河
ら
と
示
談
し
て
神
事
を
勤
め
る
よ
う
指
示
し
た
。
そ
こ
で
、
主
水
が
三
河
・

為
之
助
と
示
談
す
る
と
、
雪
雄
の
内
陣
向
き
の
神
勤
を
認
め
る
こ
と
で
合
意
し
た
。
し



7

か
し
、
三
河
が
帰
村
を
願
っ
た
た
め
、
主
水
に
も
来
月
五
日
ま
で
の
帰
村
が
命
じ
ら
れ

た
。
こ
の
時
、
長
谷
川
は
主
水
に
、
「
其
方
禰
宜
職
二
引
下
ケ
相
成
候
義
、
神
祇
官
二

両
不
筋
之
段
残
念
之
趣
尤
二
候
、
就
両
者
、
元
別
当
真
勝
寺
義
も
復
飾
い
た
し
度
趣
二

付
、
同
寺
江
も
復
飾
申
付
神
主
こ
い
た
し
、
其
方
義
も
古
来
よ
り
御
内
陣
相
勤
来
り
候

二
付
、
神
主
と
引
直
し
、
三
河
義
も
一
端
神
祇
官
二
而
被
申
付
候
義
二
付
、
是
も
供
僧

代
り
と
思
ひ
神
主
こ
い
た
し
、
三
人
二
両
示
談
可
敦
旨
」
を
指
示
し
た
。
主
水
・
三
河
・

真
勝
寺
の
三
人
を
と
も
に
神
主
に
す
る
と
の
提
案
で
あ
る
。
し
か
し
、
主
水
が
こ
れ
を

拒
否
す
る
と
、
長
谷
川
は
主
水
に
　
「
鎌
倉
八
幡
大
社
」
　
で
は
　
「
惣
別
当
ヲ
惣
神
主
こ
い

た
し
、
在
来
之
神
主
者
次
席
」
　
に
な
っ
た
と
述
べ
、
主
水
に
三
人
神
主
へ
の
妥
協
を
暗

に
求
め
た
。
し
か
し
、
主
水
は
　
「
其
義
者
御
趣
意
二
相
振
候
義
」
　
と
批
判
し
、
「
東
京

二
両
今
般
勅
祭
こ
被
仰
付
候
府
内
拾
社
之
内
、
日
吉
神
社
元
別
当
権
僧
正
勧
理
院
こ
両

も
復
飾
い
た
し
次
席
二
相
成
、
其
外
根
津
・
芝
神
明
、
何
れ
も
復
飾
者
次
席
二
被
仰
付
」

と
復
飾
者
が
次
席
に
な
っ
た
例
を
並
べ
立
て
た
。
さ
ら
に
、
「
殊
二
　
勅
祭
武
州
一
宮

氷
川
社
、
是
迄
三
神
主
同
席
之
処
、
今
般
御
改
之
上
、
岩
井
五
位
壱
人
神
主
二
被
仰
付
、

両
角
井
禰
宜
二
御
引
下
ケ
相
成
候
」
　
と
、
神
主
が
三
人
か
ら
一
人
に
定
め
ら
れ
た
大
宮

氷
川
神
社
の
例
を
あ
げ
て
、
長
谷
川
に
よ
る
三
人
神
主
の
提
案
の
不
適
切
さ
を
批
判
し

た
。
そ
し
て
、
「
朝
敵
同
様
之
者
共
御
引
立
、
神
主
職
被
仰
付
候
義
者
難
得
其
意
旨
」

を
主
張
し
た
。
長
谷
川
は
神
祇
官
の
裁
許
に
講
印
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
　
「
只
今
強
勢

申
張
候
義
不
穏
」
　
と
主
水
を
非
難
し
、
「
兎
も
角
も
来
月
出
港
の
上
一
卜
先
示
談
掛
合

可
致
」
　
と
命
じ
た
。
翌
二
九
日
、
主
水
は
帰
国
し
た
。

八
月
八
日
、
主
水
は
神
奈
川
県
へ
出
頭
し
、
翌
九
日
、
主
水
・
三
河
・
真
勝
寺
で
三

人
神
主
の
可
否
に
つ
い
て
示
談
が
も
た
れ
た
。
し
か
し
、
三
河
は
　
「
三
人
神
主
二
両
者

不
承
知
、
社
領
之
義
者
壱
人
二
而
進
退
敦
度
」
と
三
人
神
主
と
社
領
の
分
配
を
認
め
ず
、

主
水
は
社
領
の
配
当
を
「
三
人
平
均
」
　
に
し
、
主
水
を
「
神
主
」
、
真
勝
寺
を
「
禰
宜
」
、

三
河
を
　
「
准
禰
宜
」
　
か
　
「
社
人
」
　
に
す
る
こ
と
を
主
張
、
真
勝
寺
は
社
領
一
三
石
の
所

持
を
主
張
し
て
示
談
は
決
裂
し
た
。

八
月
一
三
日
、
主
水
が
神
奈
川
県
へ
出
頭
す
る
と
、
長
谷
川
は
氏
子
役
人
が
　
「
真
勝

寺
不
帰
依
、
出
縄
主
水
者
猶
吏
不
帰
依
」
　
の
旨
を
昨
日
書
面
で
提
出
し
た
と
伝
え
た
。

そ
し
て
、
真
勝
寺
が
　
「
氏
子
之
内
二
者
、
三
河
不
帰
依
二
面
拙
寺
帰
依
之
者
も
有
之
」

と
主
張
し
た
の
で
そ
の
書
面
の
提
出
を
命
じ
た
と
し
て
、
主
水
に
も
　
「
氏
子
之
内
帰
依

之
者
達
印
書
面
」
　
の
提
出
を
命
じ
た
。
し
か
し
、
主
水
は
帰
依
・
不
帰
依
に
関
わ
ら
ず

「
神
社
江
由
緒
之
家
柄
御
調
之
上
、
長
官
被
仰
付
度
」
　
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
長
谷
川

は
帰
依
者
が
い
な
い
の
は
　
「
凶
敷
所
業
」
　
で
あ
る
と
し
て
、
帰
村
の
う
え
書
面
提
出
を

命
じ
、
主
水
は
渋
々
承
知
し
た
。

八
月
一
八
日
、
神
奈
川
県
よ
り
急
の
召
喚
を
受
け
主
水
が
出
頭
す
る
と
、
掛
り
役
人

は
三
河
が
　
「
氏
子
中
壱
人
も
不
残
三
河
江
帰
依
之
趣
」
　
を
申
し
立
て
た
の
で
、
三
河
に

「
小
前
一
同
連
印
」
　
の
書
面
提
出
の
た
め
帰
村
を
命
じ
た
と
し
、
主
水
に
改
め
て
帰
依

者
の
連
印
書
面
の
提
出
を
命
じ
た
。
主
水
は
　
「
氏
子
之
加
勢
者
頼
ミ
不
申
」
　
と
し
て

「
筋
目
之
者
江
長
官
」
　
を
命
じ
る
よ
う
訴
え
た
が
、
県
よ
り
沙
汰
が
あ
る
ま
で
の
帰
村

を
命
じ
ら
れ
た
。

主
水
の
住
む
万
田
村
は
六
所
神
社
と
は
大
磯
丘
陵
を
隔
て
た
遠
方
に
位
置
し
、
六
所

神
社
の
氏
子
村
で
も
な
く
、
彼
が
神
社
の
地
元
に
支
持
基
盤
を
作
る
の
は
容
易
で
は
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
主
水
は
氏
子
の
　
「
帰
依
」
　
に
よ
ら
ず
　
「
由
緒
」
・
「
筋

目
」
　
に
よ
る
裁
判
を
主
張
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

4
　
膠
着
す
る
神
奈
川
県
の
再
審

－
　
　
明
治
二
年
九
月
二
二
日
～
二
一
月
一
五
日
　
－

明
治
二
年
九
月
一
三
日
、
出
縄
主
水
は
神
奈
川
県
を
訪
れ
た
が
掛
り
が
不
在
で
あ
っ

た
。
二
〇
日
に
も
訪
ね
た
が
、
ま
だ
不
在
と
の
こ
と
で
帰
村
し
た
。

一
〇
月
一
目
、
主
水
は
再
び
神
奈
川
県
を
訪
れ
た
が
、
六
日
ま
で
連
日
掛
り
の
不
在

や
病
気
の
た
め
と
し
て
裁
判
は
進
展
し
な
か
っ
た
。
七
日
に
な
っ
て
伺
書
と
由
緒
書
を
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提
出
で
き
た
が
、
「
当
時
御
掛
り
重
役
出
役
二
付
、
書
面
者
受
取
置
、
上
江
差
上
可
中

間
、
御
沙
汰
被
為
在
候
迄
帰
村
」
　
を
命
じ
ら
れ
、
翌
日
、
主
水
は
帰
村
し
た
。

一
一
月
一
日
、
主
水
は
定
例
新
嘗
神
事
の
た
め
六
所
神
社
へ
出
勤
し
た
。
し
か
し
、

三
河
が
神
錆
を
持
っ
て
横
浜
へ
出
て
し
ま
っ
た
た
め
、
「
御
扉
外
」
　
で
の
神
事
執
行
を

強
い
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
主
水
は
三
河
か
ら
の
神
鎗
返
還
を
求
め
る
願
書
を
作
成
し
、

一
一
月
二
二
日
に
神
奈
川
県
へ
出
頭
し
た
。
し
か
し
、
「
延
刻
」
　
の
た
め
願
書
を
提
出

で
き
ず
、
翌
二
三
日
、
二
四
日
も
休
日
の
た
め
提
出
で
き
な
か
っ
た
。
二
五
日
に
な
っ

て
提
出
で
き
た
が
、
夕
刻
に
召
喚
さ
れ
出
頭
す
る
と
閉
庁
し
て
い
た
。
二
六
日
に
は
長

谷
川
に
面
会
で
き
た
が
、
「
当
節
差
掛
り
収
納
向
二
両
繁
用
」
　
を
理
由
に
帰
村
を
命
じ

ら
れ
、
神
鏑
に
つ
い
て
は
　
「
帰
村
早
々
掛
合
、
神
鎗
取
戻
し
、
神
事
可
致
、
万
一
不
法

申
募
り
候
ハ
、
、
当
日
社
頭
こ
お
ゐ
て
掛
合
、
休
祭
之
上
否
哉
可
申
立
」
　
と
指
示
さ
れ

た
だ
け
で
あ
っ
た
。

一
二
月
一
日
、
帰
村
し
た
主
水
は
神
鏑
の
引
き
渡
し
を
三
河
に
求
め
た
。
し
か
し
、

三
河
は
拒
否
し
、
「
出
縄
主
水
義
、
以
来
是
迄
之
服
二
両
神
勤
難
相
成
」
　
と
迫
っ
た
。

こ
れ
に
主
水
は
　
「
右
者
御
許
状
頂
戴
二
両
御
免
之
服
二
付
、
別
段
御
沙
汰
無
之
内
者
、

右
服
相
用
候
義
当
前
二
付
、
貴
殿
差
図
不
受
」
　
と
拒
否
し
た
。
主
水
に
と
っ
て
白
川
家

の
許
状
と
そ
の
神
服
・
作
法
は
自
己
の
神
主
身
分
の
正
当
性
の
根
拠
の
一
つ
で
あ
り
、

三
河
は
そ
の
無
効
化
を
ね
ら
っ
た
と
い
え
る
。

一
二
月
六
日
、
主
水
は
三
河
を
非
難
し
、
「
由
緒
之
者
江
長
官
」
　
を
申
し
付
け
る
よ

う
訴
え
る
願
書
を
神
奈
川
県
へ
提
出
し
た
。
し
か
し
、
翌
日
の
出
頭
を
指
示
さ
れ
、
翌

七
日
、
出
頭
す
る
と
担
当
者
が
長
谷
川
か
ら
　
「
山
田
氏
」
　
に
替
っ
た
と
し
て
宿
で
の
待

機
を
命
じ
ら
れ
た
。
夕
刻
に
再
度
出
頭
し
た
が
、
翌
日
の
出
頭
を
命
じ
ら
れ
、
結
局
、

一
五
日
ま
で
連
日
休
日
や
掛
り
不
在
を
理
由
に
裁
判
は
膠
着
し
た
。

5
　
神
祇
官
再
願
へ
の
模
索

－
　
　
明
治
二
年
二
一
月
二
一
日
～
明
治
三
年
二
月
二
九
日
　
－

裁
判
が
一
向
に
進
展
し
な
い
神
奈
川
県
に
失
望
し
た
の
か
、
一
二
月
一
二
日
、
出
縄

主
水
は
再
度
神
祇
官
へ
訴
え
る
べ
く
神
奈
川
県
に
神
祇
官
へ
の
添
簡
発
給
を
求
め
る
願

書
を
箱
訴
し
た
。
ま
た
、
一
六
日
に
も
同
様
の
願
書
を
神
奈
川
県
御
訴
所
に
提
出
し
た
。

す
る
と
、
桜
井
桂
次
郎
か
ら
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
尋
ね
ら
れ
、
「
早
々
上
江
可
差
出
」

と
し
て
腰
掛
で
の
待
機
を
命
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
「
掛
り
病
気
二
両
出
勤
無
之
」
　
と

し
て
結
局
願
書
は
返
却
さ
れ
た
。

主
水
は
神
奈
川
県
へ
の
失
望
を
深
め
た
の
か
、
一
九
日
、
神
祇
官
へ
再
審
を
願
う
願

書
の
案
文
を
江
戸
で
猿
渡
容
盛
に
見
て
も
ら
い
、
「
廿
日
早
々
、
神
祇
官
江
差
出
し
可

然
旨
」
　
の
助
言
を
得
た
。
こ
れ
を
受
け
て
翌
二
〇
日
、
主
水
は
神
祇
官
を
訪
ね
た
が
、

二
二
日
の
出
頭
を
命
じ
ら
れ
た
。
二
二
日
、
主
水
は
神
祇
官
に
出
頭
し
、
三
河
の
召
喚

と
　
「
双
方
之
由
緒
、
正
不
正
篤
と
御
吟
味
」
　
を
願
う
願
書
を
提
出
す
る
と
、
写
し
を
添

付
し
て
の
再
提
出
を
指
示
さ
れ
た
。
二
三
日
、
主
水
は
神
祇
官
へ
願
書
と
写
し
を
提
出

し
た
が
、
「
今
一
応
支
配
江
相
願
、
採
用
無
之
候
ハ
、
当
官
江
出
願
致
候
旨
」
　
を
指
示

さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
翌
二
四
日
、
主
水
は
神
奈
川
県
へ
出
頭
し
、
神
祇
官
へ
の
添
簡
発
給
を
求
め

る
願
書
を
提
出
し
た
。
す
る
と
　
「
早
々
呼
込
」
　
ま
れ
、
「
早
々
掛
り
江
間
合
、
重
役
江

伺
之
上
沙
汰
可
致
」
　
と
し
て
翌
日
の
出
頭
を
命
じ
ら
れ
た
。

翌
二
五
日
、
主
水
が
出
頭
す
る
と
田
川
耕
作
か
ら
神
奈
川
県
で
の
審
理
は
　
「
当
八
月

以
来
御
収
納
向
二
両
御
用
繁
故
延
引
い
た
し
候
得
共
、
全
ク
閑
等
候
義
二
者
無
之
間
、

最
早
今
日
切
役
所
引
二
而
其
方
之
一
条
而
己
取
調
候
義
難
相
成
間
、
来
春
早
々
相
手
方

呼
出
し
吟
味
可
致
」
　
と
い
わ
れ
た
。
ま
た
、
掛
り
も
病
気
の
た
め
年
明
け
に
取
調
べ
る

と
し
て
帰
村
を
命
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
主
水
が
強
い
て
添
簡
を
願
う
と
、
田
川
は
当

面
の
神
事
を
勤
め
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
し
て
、
二
七
日
に
三
河
を
召
喚
す
る
差
紙
を
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出
す
の
で
宿
で
待
機
す
る
よ
う
命
じ
た
。
そ
し
て
、
二
八
日
、
主
水
・
三
河
が
召
喚
さ

れ
、
「
一
件
中
双
方
立
会
、
古
例
仕
来
之
神
事
相
勤
可
申
」
　
と
命
じ
ら
れ
、
双
方
請
印

の
う
え
来
春
正
月
二
〇
日
ま
で
の
帰
村
が
命
じ
ら
れ
た
。

明
治
三
年
元
日
の
神
事
は
、
国
府
新
宿
村
要
右
衛
門
が
　
「
支
配
よ
り
御
下
知
杯
と
虚

言
申
、
彼
是
神
事
江
妨
い
た
し
」
　
た
が
、
示
談
に
よ
り
執
行
で
き
た
。

一
月
二
二
日
、
主
水
は
神
奈
川
県
へ
出
頭
し
た
が
、
連
日
御
用
繁
と
し
て
進
展
な
く
、

二
五
日
に
は
担
当
役
人
が
右
翼
作
柄
に
替
っ
た
と
し
て
、
沙
汰
あ
る
ま
で
の
帰
村
を
命

じ
ら
れ
た
。
主
水
は
再
び
神
奈
川
県
に
見
切
り
を
つ
け
た
の
か
、
翌
二
六
日
に
神
祇
官

へ
歎
願
す
る
旨
の
届
書
を
提
出
し
た
。
す
る
と
　
「
早
々
呼
込
」
　
ま
れ
、
中
村
民
五
郎
か

ら
神
祇
官
へ
提
出
す
る
願
書
の
下
書
と
先
般
の
裁
許
請
書
の
写
し
の
提
出
を
求
め
ら
れ

た
。
主
水
は
書
類
執
筆
の
た
め
の
日
延
べ
を
願
い
、
二
八
日
に
提
出
の
た
め
出
頭
し
た

が
閉
庁
し
て
い
た
。
翌
二
九
日
に
は
前
記
二
道
を
提
出
で
き
た
が
、
中
村
か
ら
二
月
二

日
に
一
同
を
召
喚
す
る
の
で
そ
れ
ま
で
宿
で
の
待
機
を
指
示
さ
れ
た
。

二
月
三
日
、
主
水
は
国
元
か
ら
近
藤
三
河
の
召
喚
の
沙
汰
は
い
ま
だ
な
い
と
の
情
報

を
得
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
六
日
ま
で
休
日
や
掛
り
不
在
な
ど
の
理
由
で
裁
判
は
進
展

せ
ず
、
七
日
、
主
水
は
　
「
実
々
御
吟
味
無
之
候
両
者
難
渋
仕
候
間
、
東
京
江
出
府
仕
度
」

と
の
届
書
を
提
出
し
た
。
す
る
と
、
翌
日
の
出
頭
を
命
じ
ら
れ
た
。
翌
八
目
、
主
水
は

神
奈
川
県
に
出
頭
し
、
「
相
手
三
河
早
々
御
呼
出
し
無
之
候
ハ
、
直
様
御
本
官
江
訴
可

致
」
と
述
べ
る
と
、
中
村
は
主
水
に
　
「
三
河
井
氏
子
垂
立
役
人
・
村
役
人
」
を
一
〇
日

に
呼
び
出
す
差
紙
を
渡
し
た
。

二
月
一
一
日
、
神
奈
川
県
に
召
喚
さ
れ
出
頭
す
る
と
、
石
賀
作
介
が
訴
答
一
同
の
前

で
主
水
に
神
祇
官
へ
の
願
書
の
写
し
の
提
出
を
求
め
た
。
主
水
が
提
出
す
る
と
短
文
の

趣
意
の
提
出
も
指
示
し
、
相
手
方
に
も
願
い
が
あ
れ
ば
書
面
を
提
出
す
る
よ
う
命
じ
た
。

一
三
日
、
主
水
は
神
祇
官
へ
の
願
書
と
添
簡
願
い
を
持
参
し
て
神
奈
川
県
へ
出
頭
し

た
が
、
中
村
の
退
庁
の
た
め
提
出
で
き
ず
、
以
後
、
連
日
役
所
の
休
日
や
相
手
方
不
参

が
続
い
た
。
二
一
日
に
相
手
方
が
到
着
し
た
と
の
こ
と
で
翌
日
の
出
頭
を
命
じ
ら
れ
、

翌
二
二
日
に
出
頭
し
た
が
、
「
今
日
掛
り
多
用
二
付
明
日
可
罷
出
旨
」
　
を
申
し
渡
さ
れ

た
。
そ
の
翌
日
も
出
頭
す
る
が
　
「
有
無
沙
汰
無
之
御
役
所
引
」
　
と
な
る
な
ど
進
展
せ
ず
、

二
月
二
八
日
に
は
、
三
河
が
三
月
一
目
・
三
日
の
神
事
の
た
め
の
帰
村
願
書
を
提
出
し

た
と
し
て
、
主
水
に
神
事
執
行
の
た
め
の
帰
村
が
命
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
主
水
が
吟

味
の
継
続
を
願
う
と
、
そ
の
旨
を
記
し
た
書
面
の
提
出
を
指
示
さ
れ
、
書
面
作
成
後
、

提
出
に
赴
い
た
が
閉
庁
し
て
い
た
。
翌
二
九
日
、
主
水
が
書
面
を
提
出
す
る
と
、
早
々

に
主
水
・
三
河
が
召
喚
さ
れ
、
近
く
吟
味
を
お
こ
な
う
と
し
て
宿
で
の
待
機
が
命
じ
ら

れた。
6
　
国
府
祭
の
休
祭

1
明
治
三
年
三
月
二
九
日
～
五
月
一
〇
日
　
－

明
治
三
年
二
月
二
九
日
以
後
、
四
月
一
七
日
ま
で
の
日
記
が
存
在
せ
ず
、
そ
の
間
の

詳
細
は
不
明
だ
が
、
出
縄
主
水
は
三
月
二
九
日
に
国
府
祭
に
つ
い
て
伺
書
を
神
奈
川
県

へ
提
出
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
神
主
が
確
定
し
て
い
な
い
現
状
で
の
国
府
祭
の
あ
り
方

に
関
わ
る
伺
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
沙
汰
が
出
な
い
う
ち
に
、
氏
子
・
村
役
人

が
主
水
に
神
奈
川
県
よ
り
主
水
の
離
社
の
命
令
が
下
り
た
と
い
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
四

月
三
日
、
主
水
は
神
奈
川
県
へ
出
頭
し
た
。
し
か
し
、
七
日
、
主
水
は
　
「
三
河
之
次
席

二
而
禰
宜
役
」
を
勤
め
る
こ
と
と
、
「
是
迄
御
採
用
之
神
服
難
相
成
旨
」
を
命
じ
ら
れ
る

こ
と
に
な
っ
響
主
水
は
こ
れ
に
抗
議
し
た
ら
し
く
、
一
八
日
、
中
村
民
五
郎
は
韮
山

県
・
神
祇
官
と
の
交
渉
の
う
え
吟
味
す
る
と
し
て
、
主
水
に
沙
汰
あ
る
ま
で
の
帰
村
を

命
じ
た
。
ま
た
、
主
水
が
三
月
二
九
日
に
提
出
し
た
伺
書
の
返
答
を
求
め
る
と
、
中
村

は
国
府
祭
の
休
祭
を
命
じ
た
。
主
水
が
　
「
一
社
限
り
こ
無
之
間
、
上
様
よ
り
御
沙
汰
無

之
候
両
者
自
儲
之
休
祭
難
成
旨
」
を
申
し
立
て
る
と
、
中
村
は
横
浜
に
留
ま
り
吟
味
を

受
け
る
よ
う
指
示
し
た
。

し
か
し
、
一
九
日
、
主
水
は
　
「
神
勤
之
沙
汰
無
之
二
付
」
　
と
し
て
神
祇
官
へ
歎
願
す
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る
旨
の
届
書
を
神
奈
川
県
に
提
出
し
た
。
す
る
と
、
す
ぐ
に
召
喚
さ
れ
、
山
田
慎
蔵
か

ら
　
「
其
方
神
勤
之
義
、
当
県
二
両
差
留
候
義
決
而
無
之
、
一
件
中
神
主
名
を
以
相
勤
候

義
不
宜
旨
」
　
を
申
し
渡
さ
れ
た
。
ま
た
、
近
藤
三
河
に
つ
い
て
も
韮
山
県
・
神
祇
官
と

交
渉
の
う
え
で
吟
味
す
る
と
し
て
主
水
に
そ
れ
ま
で
の
帰
村
を
命
じ
た
。
主
水
は
　
「
大

祭
之
節
如
何
様
之
大
事
件
出
来
候
哉
難
計
」
　
い
が
、
「
仮
令
一
命
二
掛
ケ
候
両
も
押
両

神
勤
可
仕
」
と
申
し
立
て
た
。
さ
ら
に
四
月
七
日
に
　
「
是
迄
御
許
容
之
服
不
相
成
様
」

命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
き
質
問
す
る
と
　
「
当
県
二
両
御
沙
汰
難
致
間
、
右
は
伺
書
差
出

し
候
ハ
、
、
御
本
官
江
伺
之
上
沙
汰
可
致
」
　
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

結
局
、
国
府
祭
は
　
「
都
而
休
祭
」
　
を
命
じ
ら
れ
た
と
し
て
、
一
同
が
請
書
を
提
出
し

て
休
祭
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
実
際
は
主
水
・
三
河
を
除
い
た
社
人
で
執
行
さ
れ
た
。

五
月
八
日
、
主
水
が
神
奈
川
県
に
出
頭
す
る
と
　
「
今
般
神
祇
官
江
伺
之
上
、
一
件
中

休
祭
申
付
候
間
、
一
同
連
印
請
書
」
　
の
提
出
を
命
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
翌
九
日
、

「
三
河
井
氏
子
惣
代
よ
り
難
渋
申
立
候
二
付
、
右
事
件
江
携
候
者
都
而
差
招
、
外
社
人

二
面
仮
祭
可
致
旨
」
　
を
命
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
翌
一
〇
日
、
追
っ
て
の
沙
汰
が
あ
る
ま

で
の
帰
村
を
命
じ
ら
れ
た
。

し
か
し
、
そ
の
後
も
何
ら
沙
汰
が
な
い
ま
ま
、
近
藤
施
川
　
（
三
河
が
改
名
、
以
下

「
施
川
」
）
　
に
よ
る
六
所
神
社
の
神
事
執
行
や
社
領
田
地
の
作
付
け
、
社
木
の
　
「
一
己
之

取
計
」
　
で
の
売
却
な
ど
、
主
水
に
と
っ
て
看
過
で
き
な
い
こ
と
が
起
き
た
。

九
月
六
日
、
主
水
は
こ
れ
ら
施
川
の
　
「
不
法
之
始
末
」
　
を
訴
え
る
訴
状
を
神
奈
川
県

に
提
出
し
た
が
、
そ
の
後
も
連
日
担
当
役
人
の
不
在
な
ど
で
進
展
し
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
、
一
〇
月
三
日
、
主
水
は
　
「
未
夕
御
沙
汰
無
御
座
実
以
当
惑
」
　
と
し
て
、
裁
判
を

「
神
砥
官
江
御
廻
し
被
成
下
置
度
」
　
旨
の
願
書
を
提
出
し
た
。
し
か
し
、
九
日
に
中
村

か
ら
「
韮
山
県
井
御
本
官
二
両
御
裁
許
相
成
候
と
て
、
当
県
二
而
明
白
御
吟
味
之
上
、
夫
々

伺
、
猶
又
御
評
議
之
上
、
相
当
之
御
所
置
」
　
が
あ
る
旨
を
心
得
る
よ
う
申
し
渡
さ
れ
た
。

主
水
の
神
祇
官
へ
の
出
願
を
牽
制
す
る
発
言
で
あ
ろ
う
。
翌
日
、
主
水
は
帰
村
し
た
。

7
　
裁
判
の
終
息
－
「
神
職
筋
目
」
　
の
廃
止

－
　
　
明
治
三
年
二
一
月
一
八
日
～
明
治
五
年
九
月
一
九
日
1

明
治
三
年
一
二
月
一
八
日
、
出
縄
主
水
は
神
祇
官
へ
歎
願
書
・
始
末
書
を
添
え
て
提

出
し
た
。
し
か
し
、
「
当
二
月
一
二
日
よ
り
総
而
弁
官
二
両
御
取
扱
相
成
候
間
、
明

日
早
朝
弁
官
江
可
願
出
旨
」
　
を
申
し
渡
さ
れ
た
。
そ
こ
で
翌
日
、
願
書
を
作
成
し
、
神

祇
官
の
印
鑑
交
付
を
願
い
出
た
が
、
「
当
官
直
支
配
之
分
な
ら
て
ハ
印
鑑
難
相
渡
旨
」

を
い
わ
れ
、
「
支
配
知
県
事
江
添
簡
相
願
、
直
段
弁
官
江
奉
願
へ
き
旨
」
　
を
申
し
渡
さ

れた。翌
二
〇
日
、
主
水
が
神
奈
川
県
へ
出
頭
し
た
と
こ
ろ
、
「
二
四
日
、
一
件
一
同
呼
出

し
可
取
調
間
、
止
宿
江
拒
、
同
日
可
伺
旨
」
　
を
申
し
渡
さ
れ
た
。
し
か
し
、
二
四
日
に

出
頭
し
て
も
沙
汰
は
な
く
、
翌
日
呼
び
出
さ
れ
て
出
頭
す
る
と
　
「
御
掛
り
御
病
気
」
　
と

し
て
帰
村
を
命
じ
ら
れ
た
。

翌
明
治
四
年
正
月
、
近
藤
施
川
は
神
事
に
出
席
し
て
種
々
指
図
を
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
そ
こ
で
三
月
一
三
日
、
主
水
は
施
川
の
「
祭
典
執
行
其
外
品
々
不
法
之
所
業
」

を
訴
え
る
訴
状
を
神
奈
川
県
へ
提
出
し
た
。
し
か
し
、
「
一
件
之
義
者
急
々
支
配
替
」

に
な
っ
た
と
し
て
　
「
小
田
原
藩
江
御
廻
し
相
成
候
間
、
同
藩
江
可
差
出
旨
」
　
を
指
示
さ

れ
、
訴
状
を
返
却
さ
れ
た
。
な
お
こ
の
日
、
主
水
は
　
「
綾
雄
」
　
と
改
名
す
る
こ
と
を
届

け
出
た
（
以
下
、
「
綾
雄
」
　
と
表
記
）
。

三
月
二
九
日
、
出
縄
綾
雄
は
近
藤
録
郎
（
為
之
助
が
改
名
、
以
下
「
録
郎
」
と
表
記
）

に
施
川
・
社
中
と
国
府
祭
に
つ
い
て
相
談
し
た
い
と
し
て
交
渉
を
依
頼
し
た
が
、
四
月

五
日
、
録
郎
か
ら
の
返
答
は
施
川
が
一
向
に
返
事
し
て
く
れ
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

四
月
八
日
、
国
府
祭
に
参
加
す
る
「
類
社
集
会
」
が
大
磯
宿
で
開
か
れ
、
綾
雄
が
赴

く
と
施
川
・
寒
川
神
社
神
主
・
前
取
神
社
神
主
の
三
人
が
内
談
し
て
い
た
。
施
川
は
綾

雄
に
　
「
冠
斎
服
之
義
者
一
般
御
廃
止
相
成
候
間
、
当
大
祭
之
節
、
右
服
遠
慮
可
致
」
　
と

迫
っ
た
が
、
綾
雄
は
　
「
当
祭
礼
之
義
者
一
件
中
之
義
二
候
へ
共
、
先
規
之
通
り
二
両
無
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難
こ
神
事
仕
度
」
　
と
主
張
し
た
。
寒
川
神
社
神
主
は
　
「
右
一
件
者
其
御
社
一
社
限
り
二

両
私
事
二
付
、
五
社
よ
り
何
れ
共
難
被
申
旨
」
　
を
話
し
て
そ
れ
ぞ
れ
帰
っ
た
。

四
月
一
六
日
、
出
縄
綾
雄
は
国
府
祭
が
差
し
迫
っ
て
い
る
と
し
て
神
奈
川
県
に
施
川

の
取
調
べ
を
求
め
る
願
書
を
提
出
し
た
。
二
八
日
、
神
奈
川
県
に
訴
答
一
同
が
呼
び
出

さ
れ
、
裁
判
関
係
者
の
国
府
祭
へ
の
不
参
加
を
定
め
る
講
書
を
提
出
し
た
。
な
お
、
一

六
日
に
提
出
し
た
願
書
は
小
田
原
藩
へ
出
願
す
べ
き
と
し
て
返
却
さ
れ
た
。
ま
た
、
同

日
、
「
類
社
惣
代
」
　
と
し
て
宮
山
村
戸
右
衛
門
と
三
之
宮
村
万
蔵
が
綾
雄
と
面
談
し
、

「
双
方
示
談
二
而
無
事
神
事
執
行
候
様
仕
度
」
　
と
し
て
綾
雄
に
　
「
神
服
遠
慮
」
　
を
求
め

て
き
た
が
、
綾
雄
は
拒
否
し
た
。
戸
右
衛
門
ら
は
綾
雄
・
施
川
両
名
を
国
府
祭
に
参
加

さ
せ
る
べ
く
綾
雄
に
妥
協
を
求
め
た
と
思
わ
れ
る
が
、
綾
雄
は
譲
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る。

そ
の
後
、
支
配
が
足
柄
県
に
替
り
、
明
治
五
年
正
月
二
二
日
、
綾
雄
は
足
柄
県
役
所

へ
始
末
書
を
添
え
て
一
件
の
吟
味
を
求
め
る
願
書
提
出
し
、
二
月
五
日
に
も
吟
味
を
催

促
す
る
願
書
を
提
出
し
た
が
、
沙
汰
あ
る
ま
で
の
帰
村
を
命
じ
ら
れ
た
。
五
月
五
日
、

こ
の
年
の
国
府
祭
も
綾
雄
は
　
「
神
勤
遠
慮
に
付
遠
見
二
両
供
奉
」
　
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、
九
月
一
九
日
、
出
縄
綾
雄
は
足
柄
裁
判
所
に
召
喚
さ
れ
、
「
神
職
筋
目
之
義

者
、
一
般
御
廃
止
相
成
、
然
上
者
、
申
争
ひ
候
義
有
之
間
敷
候
間
、
其
旨
相
心
得
、
是

迄
上
置
候
書
類
下
ケ
願
い
た
し
可
申
旨
」
を
仰
せ
渡
さ
れ
、
こ
こ
に
裁
判
は
終
息
し
た
。

こ
れ
は
明
治
四
年
五
月
一
四
日
の
世
襲
神
職
廃
止
に
と
も
な
う
措
置
で
あ
っ
た
。
な
お
、

明
治
六
年
七
月
、
六
所
神
社
の
両
掌
に
は
近
藤
施
川
の
長
男
広
治
が
任
命
さ
れ
た
。

三
　
明
治
初
期
の
神
主
職
を
め
ぐ
る
裁
判
の
特
質

以
上
、
出
縄
主
水
（
本
章
で
は
　
「
主
水
」
　
に
統
一
し
て
記
述
）
　
の
神
主
職
を
め
ぐ
る

裁
判
の
経
緯
を
み
て
き
た
。
主
水
は
主
に
神
奈
川
県
に
対
し
て
訴
願
・
吟
味
を
働
き
か

け
た
が
、
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
県
の
対
応
に
翻
弄
さ
れ
た
。
ま
た
、
主
水
は
神
奈
川

県
で
の
裁
判
が
停
滞
す
る
と
神
祇
官
へ
の
出
願
を
企
て
る
が
、
神
奈
川
県
は
そ
れ
を
察

知
す
る
や
速
や
か
に
主
水
を
引
き
と
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
神
奈
川
県
に
も
神
祇

官
に
も
積
極
的
に
裁
判
を
進
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
み
ら
れ
ず
、
長
期
に
わ
た
る

停
滞
の
末
、
世
襲
神
職
廃
止
に
よ
り
裁
判
は
終
息
し
た
。

出
縄
主
水
の
神
主
職
を
め
ぐ
る
裁
判
に
は
か
か
る
特
徴
が
指
摘
で
き
る
が
、
そ
れ
は

如
何
な
る
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
該
期
の
神
祇
行
政
や
神
奈
川
県
の
状
況
に

位
置
づ
け
て
検
討
し
、
当
該
期
の
神
職
を
め
ぐ
る
裁
判
の
特
質
を
考
察
し
た
い
。

1
　
維
新
期
の
神
職
の
支
配
と
身
分

慶
応
四
　
（
明
治
元
）
　
年
　
（
一
八
六
八
）
　
三
月
二
二
日
、
「
諸
家
執
奏
配
下
之
儀
」
　
を

廃
止
し
、
「
天
下
之
諸
神
社
神
主
禰
宜
祝
神
部
二
至
迄
」
　
を
神
祇
官
付
属
と
す
る
布
告

が
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
五
月
九
日
に
は
　
「
伊
勢
両
宮
井
大
社
　
勅
祭
神
社
之
外
ハ
以

後
、
神
祇
官
ニ
テ
直
二
社
家
之
支
配
不
致
候
事
」
　
と
、
地
方
神
社
に
つ
い
て
は
府
藩
県

支
配
が
定
め
ら
れ
た
。
た
だ
、
「
府
藩
県
こ
テ
難
決
事
件
ハ
其
支
配
所
ヨ
リ
印
鑑
ヲ
遣

シ
、
弁
事
伝
達
所
へ
可
為
差
出
事
」
　
と
さ
れ
、
神
社
支
配
に
つ
い
て
府
藩
県
の
対
応
が

難
し
い
事
件
は
弁
事
伝
達
所
へ
申
し
出
る
こ
と
も
指
示
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
総
督
府
の
軍
政
下
に
あ
る
東
国
で
は
、
五
月
一
九
日
に
駿
河
以
東
一
三
国
を

支
配
す
る
江
戸
鎮
台
が
設
置
さ
れ
、
そ
の
際
、
寺
社
奉
行
を
廃
し
て
社
寺
裁
判
所
が
設

置
さ
れ
た
。
社
寺
関
係
事
件
の
最
終
解
決
が
神
祇
官
で
は
な
く
、
近
世
の
寺
社
奉
行
を

引
き
継
い
だ
社
寺
裁
判
所
で
対
応
し
た
と
こ
ろ
に
江
戸
鎮
台
管
轄
下
の
東
国
の
特
徴
が

あ
る
。
そ
の
後
七
月
一
七
日
に
江
戸
鎮
台
が
廃
止
さ
れ
る
と
社
寺
裁
判
所
も
廃
止
さ
れ
、

鎮
将
府
が
設
置
さ
れ
た
。
し
か
し
、
七
月
二
〇
日
に
は
駿
河
以
東
一
三
国
の
府
藩
県
で

対
応
し
が
た
い
社
寺
関
係
事
件
は
　
「
府
藩
県
ヨ
リ
鎮
将
府
へ
可
申
出
様
」
指
示
さ
れ
て

お
り
、
引
き
続
き
神
祇
官
の
扱
い
に
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
一
〇
月

一
八
日
の
鎮
将
府
廃
止
後
は
、
東
国
に
お
い
て
も
神
祇
官
が
最
終
解
決
に
あ
た
っ
た
も
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の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
慶
応
四
年
五
月
以
降
、
基
本
的
に
地
方
神
社
は
府
藩
県
で
支
配
す

る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
府
藩
県
で
対
応
し
が
た
い
事
件
が
あ
る
こ
と
も
想

定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
明
治
元
年
一
二
月
二
〇
日
に
は
　
「
諸
国
大
小
神
社
神
職
継
目
之
儀
ハ
所
部
之

府
藩
県
之
印
鑑
ヲ
以
可
願
出
候
、
其
上
於
神
祇
官
許
状
相
渡
」
　
す
と
し
て
、
神
職
継
目

は
府
藩
県
を
通
し
て
神
祇
官
か
ら
許
状
を
授
与
す
る
こ
と
が
達
せ
ら
れ
た
。
実
際
に
は

支
配
違
い
で
あ
っ
た
が
、
近
藤
三
河
と
清
因
　
（
本
章
で
は
　
「
三
河
」
・
「
清
因
」
　
に
統
一

し
て
記
述
）
　
は
、
こ
の
手
続
き
に
そ
っ
て
韮
山
県
へ
　
「
神
主
願
」
　
を
出
願
し
た
の
で
あ
っ

た。

2
　
神
職
裁
判
の
所
管
問
題

六
所
神
社
の
神
主
職
を
め
ぐ
る
裁
判
は
明
治
二
年
二
月
、
出
縄
主
水
が
韮
山
県
に
近

藤
三
河
ら
の
　
「
神
主
願
」
　
の
確
認
を
迫
っ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
、
神
奈
川
県
か
ら
神
祇
官

で
の
裁
判
を
指
示
す
る
差
紙
が
到
来
し
た
こ
と
で
始
ま
っ
た
。
神
奈
川
県
か
ら
の
差
紙

到
来
は
、
韮
山
県
か
ら
の
支
配
香
の
た
め
一
件
が
神
奈
川
県
で
処
理
す
べ
き
事
案
と
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
奈
川
県
が
神
祇
官
で
の
裁
判
を
指
示
し
た
の
は
、
同
県

が
こ
の
事
案
を
　
「
府
藩
県
ニ
テ
難
決
事
件
」
　
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
神
奈
川
県

は
神
祇
官
に
解
決
を
委
ね
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
神
砥
官
で
の
裁
判
は
三
月
一
五
日
に

主
水
に
と
っ
て
不
本
意
な
結
果
で
終
わ
る
が
、
そ
れ
以
降
、
主
水
は
神
祇
官
へ
再
審
を

求
め
続
け
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
述
の
よ
う
に
地
方
神
社
の
紛
争
処
理
は
基
本
的
に
は
府
藩
県
の
所
管

で
あ
っ
た
。
五
月
に
主
水
が
神
祇
官
に
再
審
を
求
め
た
際
、
支
配
知
県
事
の
添
簡
が
な

け
れ
ば
　
「
差
越
」
　
に
な
る
と
し
て
、
神
祇
官
が
支
配
知
県
事
へ
の
出
願
を
指
示
し
た
の

は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
当
初
か
ら
　
「
府
藩
県
こ
テ
難
決
事
件
」
　
が
見
込
ま

れ
て
い
た
よ
う
に
、
実
際
に
は
神
祇
官
へ
の
訴
訟
は
多
発
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
明

治
二
年
四
月
、
神
祇
官
は
　
「
諸
社
神
職
輩
種
ニ
テ
訴
訟
多
有
之
、
右
ヲ
取
調
不
都
合
無

之
様
当
官
こ
テ
取
計
候
ハ
勿
論
二
候
へ
ト
モ
、
其
内
非
分
ノ
者
こ
テ
も
才
力
ア
ル
者
、

弁
舌
ヲ
以
利
運
二
相
成
候
様
ノ
儀
も
可
有
之
、
（
中
略
）
　
当
官
中
少
人
数
ノ
事
故
行
届

不
申
候
間
、
以
後
ハ
刑
法
官
監
察
司
ノ
内
ヨ
リ
当
官
へ
出
勤
敦
シ
、
入
組
候
訴
訟
ノ
節

ハ
申
談
取
調
候
様
有
之
度
事
」
　
と
刑
法
官
に
照
会
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
当
時
、
ま

さ
に
六
所
神
社
の
神
主
職
を
め
ぐ
る
裁
判
の
ご
と
き
争
論
が
神
祇
官
に
多
数
持
ち
込
ま

れ
、
そ
の
当
事
者
に
は
　
「
非
分
」
　
を
も
　
「
利
運
」
　
に
し
て
し
ま
う
「
弁
舌
」
巧
み
な
者

も
お
り
、
神
祇
官
は
そ
の
対
応
に
苦
慮
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
た
め
神

祇
官
は
刑
法
官
へ
　
「
入
組
候
訴
訟
」
　
に
お
け
る
監
察
司
の
臨
席
を
要
請
し
た
の
で
あ
る
。

神
祇
官
は
裁
判
に
必
要
な
専
門
性
と
人
員
に
欠
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

出
縄
主
水
の
裁
判
結
果
に
つ
い
て
も
神
祇
官
の
役
人
が
主
水
に
種
々
弁
解
し
て
い
た

よ
う
に
、
実
は
神
祇
官
自
身
、
自
ら
の
裁
判
結
果
の
妥
当
性
に
自
信
が
な
か
っ
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
そ
こ
で
、
神
祇
官
は
地
方
神
社
争
論
の
府
藩
県
に
お
け
る
裁
判
の
原

則
も
あ
っ
て
、
主
水
に
神
奈
川
県
へ
裁
判
を
投
げ
返
す
指
示
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。
か

か
る
裁
判
の
投
げ
合
い
の
背
景
に
は
神
奈
川
県
・
神
祇
官
と
も
多
忙
に
加
え
、
神
奈
川

県
は
神
道
に
関
す
る
専
門
性
に
、
神
祇
官
は
裁
判
に
関
す
る
専
門
性
に
欠
け
、
と
も
に

当
該
裁
判
の
関
与
へ
の
忌
避
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
、
寒
川
神
社
や
阿
夫
利
神
社
に
お
け
る
神
職
の
地
位
を
め
ぐ
る
争
論
で
は
神
奈

川
県
が
神
祇
官
で
の
裁
判
を
指
示
し
た
形
跡
は
な
い
。
六
所
神
社
の
争
論
は
支
配
替
え

で
韮
山
県
か
ら
神
奈
川
県
へ
持
ち
込
ま
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
が
、
各
争
論
に
対
す

る
県
の
対
応
の
相
違
の
由
来
は
不
明
で
あ
る
。

3
　
神
奈
川
県
と
裁
判
の
停
滞

さ
て
、
六
所
神
社
の
神
主
職
を
め
ぐ
る
裁
判
は
明
治
二
年
六
月
に
神
奈
川
県
で
再
審

さ
れ
る
が
、
そ
の
過
程
の
六
月
二
七
日
に
突
如
、
真
勝
寺
が
神
奈
川
県
の
　
「
厳
命
」
　
に

よ
る
と
し
て
復
飾
願
書
を
提
出
し
、
県
は
主
水
・
三
河
・
真
勝
寺
に
三
人
で
神
主
を
勤
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め
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
こ
の
背
景
に
は
三
河
・
清
因
両
近
藤
家
の
和
解
の
動
向
に
よ

り
真
勝
寺
が
自
ら
復
飾
し
な
け
れ
ば
神
社
支
配
を
実
現
し
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
事
情

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
神
奈
川
県
と
し
て
も
、
六
月
一
〇
日
に
神
砥
官
か
ら
出
さ

れ
た
　
「
社
僧
別
当
復
飾
等
之
儀
、
（
中
略
）
出
願
二
不
及
候
処
、
今
以
願
書
差
出
候
向

モ
有
之
候
間
、
府
藩
県
ニ
テ
兼
テ
御
布
令
之
御
趣
意
行
届
候
様
可
致
事
」
と
の
達
書
が

念
頭
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
は
　
「
社
僧
別
当
復
飾
之
上
、
其
所
部
之
府
藩
県

ヨ
リ
取
纏
メ
神
祇
官
へ
可
届
出
事
」
と
の
但
書
が
つ
い
て
い
る
。
こ
の
達
書
は
、
本
来

神
祇
官
へ
の
出
願
が
不
要
で
府
藩
県
で
処
理
す
べ
き
復
飾
願
書
が
神
祇
官
に
多
数
提
出

さ
れ
、
こ
れ
に
苦
慮
し
た
神
祇
官
が
社
僧
別
当
復
飾
の
府
藩
県
に
お
け
る
処
理
の
原
則

の
徹
底
を
府
藩
県
に
求
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
達
吉
に
は
　
「
神
職
継

目
並
社
僧
別
当
復
飾
致
し
神
主
・
社
人
等
之
称
号
、
其
府
藩
県
ニ
テ
取
乱
之
上
、
押
印

副
書
ヲ
以
神
砥
官
へ
可
願
出
事
」
　
と
も
あ
る
。
社
僧
別
当
が
復
飾
す
れ
ば
神
主
・
社
人

の
地
位
・
構
成
に
つ
い
て
必
然
的
に
問
題
と
な
る
が
、
神
祇
官
は
そ
の
問
題
を
府
藩
県

で
乱
し
た
う
え
で
の
出
願
を
要
求
し
て
い
る
。
府
藩
県
で
の
実
質
的
な
紛
争
処
理
を
促

す
達
吉
と
も
い
え
、
解
決
済
み
の
問
題
の
許
可
の
み
を
欲
す
る
神
祇
官
の
姿
勢
が
う
か

が
え
る
。
そ
し
て
、
神
奈
川
県
は
こ
の
達
書
を
受
け
て
、
真
勝
寺
に
復
飾
の
選
択
肢
を

提
示
し
、
三
人
を
神
主
に
す
る
こ
と
で
裁
判
の
早
期
解
決
を
は
か
ろ
う
と
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
復
飾
を
県
か
ら
の
　
「
厳
命
」
　
と
す
る
真
勝
寺
の
主
張
に
は
、
県
か
ら

の
何
ら
か
の
示
唆
が
う
か
が
わ
れ
る
。

し
か
し
、
三
人
神
主
の
提
案
は
当
事
者
た
ち
に
拒
否
さ
れ
、
こ
れ
以
後
、
審
理
は
停

滞
す
る
。
担
当
役
人
の
不
在
や
年
貢
収
納
の
繁
忙
さ
な
ど
が
停
滞
の
理
由
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
は
裁
判
解
決
の
糸
口
を
見
失
い
意
欲
を
失
っ
た
担
当
役
人
の
遁
辞
や
怠
業

と
も
と
れ
る
が
、
そ
う
と
は
い
い
き
れ
な
い
神
奈
川
県
の
事
情
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
年
の
七
月
、
職
員
令
に
よ
り
府
藩
県
の
職
員
定
員
が
定
め
ら
れ
、
弁
官
か
ら
神

奈
川
県
へ
県
官
の
定
員
を
定
め
る
べ
き
旨
の
達
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
　
「
本
県
ハ
開
港
場

ニ
シ
テ
職
員
ノ
定
数
他
県
ヲ
以
テ
比
擬
シ
難
シ
ト
錐
ト
モ
、
務
メ
テ
冗
員
ヲ
省
キ
定
員

ヲ
上
申
ス
へ
キ
」
　
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。
冗
員
を
省
く
よ
う
に
指
示
し
っ
つ
も
、
開

港
場
が
所
在
す
る
神
奈
川
県
の
特
殊
性
が
留
意
さ
れ
て
い
る
。
実
は
、
こ
れ
よ
り
先
、

神
奈
川
県
は
　
「
本
県
ノ
事
務
殊
二
繁
劇
ナ
ル
ヲ
以
、
職
員
ノ
数
他
県
二
準
シ
難
キ
」
　
こ

と
を
上
申
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
達
に
対
し
て
二
月
、
神
奈
川
県
は
職
員
数
を
弁
官
に
上
申
す
る
が
、
「
当
港

之
儀
ハ
漸
次
貿
易
筋
盛
大
二
及
ヒ
、
加
之
移
住
内
外
商
民
相
増
、
随
テ
他
所
出
入
ノ
老

公
事
聴
訟
ヲ
始
メ
、
事
務
可
及
繁
多
二
付
、
即
今
ノ
官
員
ニ
テ
ハ
引
足
不
申
、
何
分
此

先
ノ
官
員
碇
ト
ハ
難
差
極
」
　
と
述
べ
、
上
申
し
た
職
員
数
の
了
解
を
求
め
て
い
る
。
さ

ら
に
、
一
二
月
に
は
　
「
事
務
ノ
繁
劇
二
勝
へ
サ
ル
ヲ
以
テ
」
、
「
定
制
ノ
外
特
二
五
名
」

の
増
員
を
民
部
・
大
蔵
両
省
に
申
請
し
て
許
可
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
神
奈
川
県
の
主
張
か
ら
は
、
神
奈
川
県
で
は
開
港
場
の
所
在
の
た
め
移
住
者

が
増
え
、
訴
訟
も
発
生
し
、
事
務
が
繁
多
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
事
務
量
に
比
し
て
規
定

の
職
員
数
で
は
処
理
が
追
い
つ
か
ず
、
多
忙
を
極
め
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
か

か
る
事
情
は
当
然
に
出
縄
主
水
の
裁
判
の
停
滞
の
背
景
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

結
局
、
主
水
は
停
滞
す
る
神
奈
川
県
の
裁
判
に
失
望
し
、
数
度
、
神
祇
官
へ
の
裁
判

に
望
み
を
か
け
る
。
た
だ
、
主
水
が
神
祀
官
へ
の
出
願
を
示
唆
す
る
と
県
の
対
応
は
早

く
な
り
、
出
願
の
慰
留
や
願
書
の
下
書
の
提
出
を
求
め
る
な
ど
の
動
向
を
み
せ
る
。
こ

れ
に
は
本
来
神
奈
川
県
が
管
轄
す
べ
き
訴
訟
を
神
砥
官
へ
委
ね
る
こ
と
へ
の
後
ろ
め
た

さ
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

4
　
神
職
裁
判
の
特
殊
性

結
局
、
六
所
神
社
の
神
主
職
を
め
ぐ
る
裁
判
は
神
祇
官
・
神
奈
川
県
と
も
に
積
極
的

関
与
を
せ
ず
、
進
展
が
な
い
ま
ま
終
結
し
た
。
次
に
み
る
明
治
三
年
七
月
の
神
祇
官
が

弁
官
へ
提
出
し
た
伺
書
は
、
か
か
る
神
祇
官
と
神
奈
川
県
の
裁
判
に
対
す
る
態
度
の
背

景
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
。
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官
社
以
下
府
藩
県
管
轄
之
神
社
並
神
主
等
訴
訟
及
出
入
等
ノ
儀
、
一
切
軋
間
筋
之

儀
ハ
従
来
当
官
取
扱
二
不
及
、
当
官
二
於
テ
ハ
神
祇
之
政
務
一
向
タ
ル
儀
勿
論
之

儀
二
付
、
右
等
之
取
調
都
テ
弾
正
台
へ
差
付
候
事
二
有
之
候
処
、
凡
神
社
ノ
争
論

或
ハ
神
仏
取
別
等
之
事
件
ヨ
リ
差
縫
、
又
ハ
神
主
職
業
之
違
乱
、
社
領
之
出
入
地

方
二
引
合
等
有
之
候
廉
廉
、
神
祇
之
筋
二
関
係
致
候
儀
ハ
他
向
ニ
テ
取
捌
難
キ
儀

モ
有
之
二
付
、
弾
正
台
二
於
テ
取
調
二
不
及
、
其
俵
当
官
へ
差
向
候
儀
モ
有
之
候

へ
ト
モ
、
前
意
之
如
ク
当
官
礼
問
筋
取
合
不
仕
候
こ
付
、
其
趣
ヲ
以
テ
弾
正
台
へ

再
応
差
返
候
事
二
有
之
、
右
等
二
付
テ
ハ
双
方
譲
合
卜
相
成
、
甚
遅
滞
二
及
ヒ
、

本
人
殊
ノ
外
困
窮
敦
候
様
子
、
尤
神
祇
之
筋
合
二
於
テ
ハ
他
向
二
於
テ
不
分
明
ノ

儀
モ
可
有
之
、
右
等
之
次
第
二
成
行
候
二
付
テ
ハ
、
迫
追
神
砥
之
公
事
訴
訟
等
当

官
取
調
不
仕
、
他
向
ニ
テ
扱
方
運
兼
候
様
相
見
候
テ
ハ
自
然
校
監
ノ
手
段
ヲ
企
、

不
謂
訴
訟
箱
訴
等
二
及
候
族
モ
出
来
仕
、
以
之
外
ノ
儀
二
押
移
可
申
哉
二
付
、
此

以
後
前
件
之
通
訴
訟
吟
味
モ
ノ
等
当
官
二
於
テ
専
ラ
関
係
有
之
品
品
ハ
一
応
取
調

致
候
テ
、
其
上
軋
弾
推
考
等
ノ
儀
ハ
夫
夫
其
筋
へ
引
渡
不
都
合
無
之
様
致
度
候
間
、

此
段
御
聴
置
可
被
下
候
事

ら
は
　
「
神
祇
ノ
筋
」
　
と
い
う
事
案
の
特
殊
性
に
よ
り
神
職
関
係
の
訴
訟
は
弾
正
台
で
も

扱
い
か
ね
て
い
た
こ
と
、
そ
の
た
め
審
理
の
神
祇
官
へ
の
差
し
戻
し
が
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
し
て
、
神
祀
官
と
弾
正
台
の
間
で
訴
訟
が
　
「
双
方
譲
合
卜
相
成
、
甚
遅
滞

二
及
ヒ
、
本
人
殊
ノ
外
困
窮
致
候
様
子
」
　
と
裁
判
の
遅
延
が
訴
訟
当
事
者
の
困
窮
に
な

る
弊
害
を
生
ん
で
い
た
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
　
「
譲
合
」
　
に

ょ
り
訴
訟
の
空
白
部
門
が
生
じ
る
と
　
「
技
監
ノ
手
段
ヲ
企
、
不
謂
訴
訟
箱
訴
等
二
及
ヒ

候
族
モ
出
来
仕
」
　
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
今
後
は
　
「
当
官
二
於
テ
専
ラ
関
係
有
之
品

品
ハ
一
応
取
調
致
候
」
ぅ
ぇ
で
関
係
各
所
へ
訴
訟
を
引
き
渡
す
こ
と
も
提
起
し
て
い
る
。

こ
の
伺
い
を
受
け
て
神
祇
関
係
の
裁
判
は
以
後
、
刑
部
省
が
管
轄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
伺
書
か
ら
は
、
先
述
の
神
奈
川
県
と
神
祇
官
の
間
に
お
け
る
裁
判
に
関
す
る
問
題

が
、
弾
正
台
と
の
間
に
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
裁
判
の
　
「
譲
合
」

に
よ
り
裁
判
が
　
「
甚
遅
滞
二
及
ヒ
、
本
人
殊
ノ
外
困
窮
致
候
様
子
」
　
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
出
縄
主
水
も
い
わ
ば
神
奈
川
県
と
神
祇
官
に
よ
る
裁
判
の
「
譲
合
」
と
「
遅
滞
」
に

悩
ん
だ
が
、
裁
判
の
膠
着
に
悩
む
神
社
関
係
者
は
主
水
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

庚
午
七
月
十
二
日

（69）

弁
官
御
中

神
祇
官

お
わ
り
に

こ
の
伺
書
で
は
　
「
官
社
以
下
府
藩
県
管
轄
之
神
社
並
神
主
等
訴
訟
及
出
入
等
ノ
儀
、

一
切
礼
間
筋
之
儀
ハ
従
来
当
官
取
扱
二
不
及
」
　
は
ず
で
　
「
右
等
之
取
調
都
テ
弾
正
台
へ

差
付
候
事
」
　
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
神
祇
ノ
筋
二
関
係
敦
シ
候
義
ハ
他
向
こ
テ

取
捌
難
キ
儀
モ
有
之
二
付
、
弾
正
台
ニ
テ
取
調
二
不
及
、
其
侭
当
官
へ
差
向
候
義
モ
有

之
」
　
と
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
弾
正
台
は
明
治
二
年
五
月
に
設
置
さ
れ
、
七
月
の
官
制
改

革
で
刑
部
省
と
な
ら
ぶ
司
法
警
察
・
訴
追
の
機
関
と
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
「
神
祇
之

筋
合
二
於
テ
ハ
他
向
二
於
テ
不
分
明
ノ
儀
モ
可
有
之
」
　
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
伺
書
か

明
治
初
期
、
神
仏
分
離
と
い
う
旧
来
の
神
社
秩
序
の
動
揺
に
よ
り
、
神
職
身
分
を
め

ぐ
る
訴
訟
が
発
生
し
た
。
一
般
神
社
の
神
職
身
分
に
関
す
る
事
務
手
続
き
は
府
藩
県
に

委
ね
ら
れ
、
神
職
を
め
ぐ
る
争
論
は
府
藩
県
で
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
、

「
神
祇
ノ
筋
」
　
と
の
特
殊
性
ゆ
え
か
当
初
か
ら
　
「
府
藩
県
ニ
テ
難
決
事
件
」
　
の
あ
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
争
論
が
神
祇
官
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、

神
祇
官
は
裁
判
に
関
す
る
専
門
性
、
府
藩
県
（
後
に
は
弾
正
台
も
）
　
で
は
　
「
神
祇
ノ
筋
」

に
関
す
る
専
門
性
に
欠
け
、
神
職
を
め
ぐ
る
裁
判
は
　
「
譲
合
」
・
「
遅
滞
」
　
の
様
相
を
呈

す
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
。
か
か
る
状
況
か
ら
当
該
期
の
神
職
争
論
の
特
質
と
し
て
神
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社
秩
序
と
権
力
機
構
の
改
編
に
と
も
な
い
発
生
し
た
、
い
わ
ば
裁
判
の
空
白
部
門
と
い

う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
出
縄
主
水
以
外
に
も
こ
の
空
自
に
よ

る
裁
判
の
　
「
譲
合
」
・
「
遅
滞
」
　
に
翻
弄
さ
れ
た
多
く
の
神
社
関
係
者
の
存
在
が
想
定
で

き
る
が
、
当
該
期
の
神
職
争
論
に
関
す
る
研
究
は
乏
し
く
、
今
後
、
事
例
発
掘
と
そ
れ

ら
が
も
た
ら
し
た
意
味
に
つ
い
て
検
討
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
神
奈
川
県
は
開
港
場
が
所
在
す
る
県
と
し
て
繁
忙
を
極
め
て
い
た
。
六
所
神

社
の
神
主
職
を
め
ぐ
る
裁
判
の
著
し
い
停
滞
は
、
神
社
秩
序
と
権
力
機
構
の
改
編
と
い

う
当
該
期
の
一
般
的
な
問
題
に
加
え
、
神
奈
川
県
の
特
殊
事
情
が
拍
車
を
か
け
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
今
後
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
最
終
的
か
つ
強
制
的
に
解
決
し
た
の
は
世
襲
神
主
の
廃

止
＝
身
分
制
の
廃
止
で
あ
っ
た
。

【付記】本
稿
は
平
塚
市
博
物
館
地
域
史
研
究
ゼ
ミ
に
お
け
る
共
同
研
究
「
幕
末
維
新
期
の
地

域
社
会
」
　
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
同
ゼ
ミ
会
員
の
方
々
か
ら
は
多
く
の
御
教
示
を
い

た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

註（
1
）
松
岡
俊
「
幕
末
明
治
初
期
に
お
け
る
相
模
大
山
御
師
の
思
想
と
行
動
－
神
仏
分
離
を
中
心
と
し

て
－
」
　
（
『
伊
勢
原
の
歴
史
』
五
一
九
九
〇
年
）
・
『
寒
川
町
史
』
7
通
史
編
近
現
代
（
二
〇
〇

〇年）

（
2
）
出
縄
主
水
と
六
所
神
社
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
A
　
「
幕
末
維
新
期
の
神
職
・
由

緒
・
身
分
－
相
州
六
所
神
社
と
鍵
取
役
出
縄
主
水
を
め
ぐ
っ
て
－
」
　
（
『
日
本
歴
史
』
七
四
四
　
二

〇
一
〇
年
）
・
拙
稿
B
　
「
相
州
六
所
神
社
鎗
取
役
出
縄
主
水
・
懲
胡
隊
と
戊
辰
戦
争
－
白
川
家
配

下
神
職
の
草
葬
隊
運
動
－
」
　
（
平
塚
市
博
物
館
研
究
報
告
『
自
然
と
文
化
』
三
三
　
二
〇
一
〇
年
）

参照。

（
3
）
　
『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
　
（
以
下
、
『
風
土
記
』
）
　
二
巻
三
〇
二
頁
（
雄
山
閣
）

（
4
）
　
た
だ
し
、
「
社
家
惣
代
」
記
し
た
も
の
は
あ
る
　
（
『
大
磯
町
史
』
二
　
恥
二
五
四
）
。

（
5
）
平
塚
市
博
物
館
寄
託
出
縄
忠
良
家
文
書
（
以
下
、
出
絶
家
文
書
）
　
四
六
号

（
6
）
　
こ
の
　
「
神
主
」
役
は
　
「
社
僧
附
役
人
」
　
の
近
藤
七
郎
兵
衛
が
勤
め
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
（
後

述）。
（
7
）
　
出
縄
家
文
書
六
二
号

（
8
）
　
『
風
土
記
』
二
巻
三
二
八
頁

（
9
）
　
『
平
塚
市
史
』
一
m
一
〇
五

（
1
0
）
出
絶
家
文
書
五
九
号
・
六
五
号

（
‖
）
万
田
村
は
石
高
六
七
五
石
余
で
、
文
化
八
年
（
一
八
二
）
以
降
、
榊
原
二
家
（
佐
手
作
家
・

主
殿
家
）
・
日
向
・
白
須
の
旗
本
四
給
支
配
と
な
り
、
出
縄
家
は
榊
原
佐
手
作
領
三
七
六
石
余
に

属
し
た
　
（
『
旧
高
旧
領
取
調
帳
　
関
東
版
』
東
京
堂
出
版
　
参
照
）
。

（
1
2
）
出
絶
家
文
書
九
五
号

（
1
3
）
出
絶
家
文
書
二
五
号

（
1
4
）
　
こ
れ
ら
の
書
類
の
内
容
に
つ
い
て
は
前
掲
註
（
2
）
拙
稿
A
参
照
。

（
1
5
）
出
縄
主
水
の
草
弄
隊
活
動
の
顛
末
に
つ
い
て
は
前
掲
註
（
2
）
拙
稿
B
参
照
。

（
1
6
）
出
絶
家
文
書
明
治
期
一
〇
号
「
神
祇
官
日
記
」

（
1
7
）
出
絶
家
文
書
一
八
七
号
「
勤
王
日
記
」

（
1
8
）
出
絶
家
文
書
一
八
七
号
「
勤
王
日
記
」

（
1
9
）
　
出
絶
家
文
書
明
治
期
二
号

（
2
0
）
出
絶
家
文
書
明
治
期
一
〇
号
「
神
祇
官
日
記
」

（
2
1
）
　
出
縄
家
文
書
明
治
期
七
号

（
2
2
）
出
縄
家
文
書
一
八
七
号
「
勤
王
日
記
」
。
以
下
、
明
治
二
年
二
月
二
五
日
ま
で
の
記
述
は
注
記

が
な
い
限
り
こ
れ
に
よ
る
。

（
2
3
こ
内
海
隼
人
は
慶
応
四
年
四
月
に
は
　
「
白
川
殿
執
役
所
役
人
」
と
し
て
出
縄
主
水
ら
と
総
督
府
と

の
取
次
を
し
て
い
た
が
　
（
出
絶
家
文
書
一
八
六
号
　
「
勤
王
諸
日
記
」
）
、
明
治
二
年
四
月
一
目
に
は

古
川
の
　
「
家
来
」
　
と
記
さ
れ
て
い
る
　
（
出
縄
家
文
書
明
治
期
二
八
号
）
。

（
2
4
）
　
『
法
規
分
類
大
全
』
第
二
六
巻
七
九
頁

（
2
5
）
出
縄
家
文
書
明
治
期
七
号
。
伺
書
の
日
付
は
二
月
六
日
だ
が
、
こ
の
日
役
所
の
休
日
だ
っ
た
た

め
、
実
際
に
は
七
日
に
提
出
し
た
。

（
2
6
）
明
治
元
年
二
月
六
日
に
神
奈
川
県
裁
判
所
か
ら
淘
綾
郡
村
々
に
あ
て
　
「
以
来
御
収
納
向
者
勿

論
、
諸
御
仕
置
と
も
取
捌
候
条
、
其
旨
相
心
得
、
公
事
出
入
・
吟
味
物
、
其
外
諸
願
・
諸
届
と
も

神
奈
川
県
裁
判
所
江
可
訴
出
候
」
と
支
配
替
え
を
知
ら
せ
る
廻
状
が
出
さ
れ
て
い
た
（
『
大
磯
町
史
』

二
　
m
2
4
6
）
。

（
2
7
）
　
出
縄
家
文
書
明
治
期
一
四
号

（
2
8
）
出
縄
家
文
書
明
治
期
一
〇
号
「
神
祀
官
日
記
」
。
以
下
、
明
治
二
年
七
月
六
日
ま
で
の
記
述
は

注
記
が
な
い
限
り
こ
れ
に
よ
る
。

（
2
9
）
大
化
改
新
の
国
郡
制
制
定
以
前
、
相
模
国
は
相
武
国
と
師
長
国
に
分
か
れ
て
い
た
。

（
3
0
）
出
縄
家
文
書
一
八
七
号
「
勤
王
日
記
」

（
3
1
）
出
縄
主
水
の
由
緒
創
出
と
近
藤
家
の
由
緒
と
の
相
克
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
2
）
拙
稿
A
参

照。
（
3
2
）
出
絶
家
文
書
明
治
期
二
八
号

（
3
3
）
出
絶
家
文
書
明
治
期
二
八
号

（
3
4
）
出
絶
家
文
書
明
治
期
一
〇
号
「
神
祇
官
日
記
」
。
以
下
、
本
章
の
記
述
は
注
記
が
な
い
限
り
こ

れ
に
よ
る
。

（
聖
中
嶋
数
馬
は
文
化
九
年
（
一
八
一
二
）
　
に
榛
沢
郡
用
土
村
の
社
家
岡
本
家
に
生
ま
れ
、
天
保
一

三
年
二
八
四
二
）
　
に
白
川
家
へ
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
　
に
平
田
国
学
へ
入
門
、
同
五
年
に

北
向
神
社
の
神
主
に
な
り
、
武
州
児
玉
郡
関
村
の
神
葬
祭
運
動
に
も
関
わ
っ
た
。
ま
た
、
平
田
国

学
の
入
門
者
の
紹
介
者
と
し
て
実
績
を
あ
げ
、
白
川
神
道
の
普
及
に
も
努
め
、
目
立
つ
存
在
で
あ
っ
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た
と
い
う
　
（
村
田
安
穂
　
「
岩
鼻
県
に
お
け
る
神
葬
祭
運
動
の
展
開
と
　
『
廃
仏
毀
釈
く
ど
き
』
」
　
（

『
埼
玉
県
史
研
究
』
一
九
一
九
八
七
年
）
、
の
ち
同
著
『
神
仏
分
離
の
地
方
的
展
開
』
吉
川
弘
文

館
一
九
九
九
年
所
収
）

（
3
6
）
　
出
絶
家
文
書
明
治
期
二
七
号

（
3
7
）
古
川
・
田
中
は
神
祇
官
で
亀
井
玄
監
・
福
羽
美
静
を
批
判
し
、
福
羽
の
意
向
で
職
を
解
か
れ
た

と
い
う
（
羽
賀
祥
二
　
「
明
治
神
祇
官
制
の
成
立
と
国
家
祭
祀
の
再
編
（
上
）
」
　
（
京
都
大
学
人
文
科

学
研
究
所
『
人
文
学
報
』
四
九
一
九
八
一
年
）
、
の
ち
同
著
『
明
治
維
新
と
宗
教
』
筑
摩
書
房

一
九
九
四
年
所
収
）
。

（
3
8
）
　
出
絶
家
文
書
明
治
期
二
八
号

（
3
9
）
長
谷
川
政
照
。
神
奈
川
県
官
吏
。
旧
幕
臣
。
明
治
元
年
二
月
、
江
川
太
郎
左
衛
門
附
属
。
明
治

元
年
一
二
月
、
神
奈
川
県
属
司
試
補
。
明
治
二
年
二
月
一
八
日
、
権
少
属
。
明
治
三
年
九
月
二

五
日
、
少
属
。
明
治
四
年
二
月
二
九
日
、
免
官
（
「
旧
官
員
履
歴
」
　
『
神
奈
川
県
史
料
』
八
巻
七

一頁）。

（
4
0
）
近
藤
達
夫
家
文
書
二
三
号
（
大
磯
町
立
図
書
館
架
蔵
写
真
）

（
4
1
）
出
絶
家
文
書
明
治
期
四
六
号
。
以
下
、
明
治
三
年
二
月
二
九
日
ま
で
の
記
述
は
注
記
が
な
い
限

り
こ
れ
に
よ
る
。

（
望
桜
井
昌
好
。
神
奈
川
県
官
吏
。
明
治
三
年
、
使
部
。
（
「
神
県
御
役
人
付
」
　
『
神
奈
川
県
史
』
資

料
編
一
五
一
〇
五
一
貫
）

（
聖
田
川
篤
忠
。
神
奈
川
県
官
吏
。
神
奈
川
県
貫
属
。
明
治
元
年
一
二
月
一
〇
日
、
神
奈
川
県
属
司

補
。
明
治
二
年
二
月
一
六
日
、
少
属
。
明
治
三
年
四
月
七
日
、
権
大
属
。
明
治
四
年
二
一
月
二

日
、
大
属
（
「
旧
官
員
履
歴
」
　
『
神
奈
川
県
史
料
』
八
巻
四
三
頁
）
。

（
空
石
質
重
紀
。
神
奈
川
県
官
吏
。
東
京
府
貫
属
士
族
。
明
治
元
年
四
月
二
〇
日
、
神
奈
川
県
裁
判

所
調
役
並
。
明
治
元
年
二
月
二
三
日
、
同
裁
判
所
庶
務
補
。
明
治
二
年
二
月
一
五
日
、
大
属

准
席
。
明
治
四
年
九
月
二
日
、
大
属
。
（
「
旧
官
員
履
歴
」
　
『
神
奈
川
県
史
料
』
八
巻
四
二
頁
）
。

（
彗
中
村
惟
清
。
神
奈
川
県
官
吏
。
神
奈
川
県
貫
属
士
族
。
明
治
元
年
二
一
月
一
日
、
神
奈
川
県
従

事
補
。
明
治
元
年
一
二
月
二
目
、
同
県
属
司
試
補
。
明
治
二
年
二
月
一
六
日
、
権
少
属
。
明

治
三
年
九
月
二
五
日
、
少
属
。
明
治
三
年
一
二
月
八
日
、
職
務
差
免
（
「
旧
官
員
履
歴
」
　
『
神
奈
川

県
史
料
』
八
巻
六
三
頁
）
。

（
4
6
）
出
縄
家
文
書
明
治
期
五
一
号

（
4
7
）
　
出
縄
家
文
書
明
治
期
五
一
号

（
4
8
）
出
縄
家
文
書
明
治
期
八
六
号
「
総
社
日
誌
」
。
以
下
、
明
治
四
年
四
月
二
八
日
ま
で
の
記
述
は

注
記
が
な
い
限
り
こ
れ
に
よ
る
。

（
4
9
）
山
田
則
嘉
。
神
奈
川
県
官
吏
。
旧
幕
臣
。
明
治
元
年
一
〇
月
、
神
奈
川
県
定
役
。
明
治
元
年
一

一
月
二
三
日
、
同
県
属
司
補
。
明
治
二
年
三
月
、
同
県
属
司
。
明
治
二
年
二
月
一
六
日
、
権
大

属
。
明
治
四
年
二
月
一
四
日
病
気
に
よ
り
職
務
差
免
（
『
神
奈
川
県
史
料
』
八
巻
五
三
貢
）
。

（
5
0
）
出
絶
家
文
書
明
治
期
五
五
号

（
5
1
）
出
縄
家
文
書
明
治
期
五
七
号

（
5
2
）
出
絶
家
文
書
明
治
期
六
九
号

（
5
3
）
出
縄
家
文
書
明
治
期
六
八
号

（
5
4
）
出
縄
家
文
書
明
治
期
七
一
号

（
5
5
）
出
縄
家
文
書
明
治
期
七
三
号

（
彗
出
縄
家
文
書
明
治
期
一
〇
四
号
「
総
社
大
論
菅
原
日
誌
」
。
以
下
、
本
節
の
記
述
は
注
記
が
な

い
限
り
こ
れ
に
よ
る
。

（
5
7
）
　
『
法
規
分
類
大
全
』
　
二
六
巻
九
五
頁

（
空
近
藤
達
夫
家
文
書
六
一
号
（
大
磯
町
立
図
書
館
架
蔵
写
真
）

（
5
9
）
　
『
法
規
分
類
大
全
』
　
二
六
巻
一
頁

（
6
0
）
　
『
法
規
分
類
大
全
』
　
二
六
巻
三
〇
頁

（
6
1
）
　
『
法
規
分
類
大
全
』
　
二
六
巻
三
一
頁

（
6
2
）
　
『
法
規
分
類
大
全
』
　
二
六
巻
三
二
頁

（
6
3
）
　
『
法
規
分
類
大
全
』
　
二
六
巻
七
八
頁
。
た
だ
、
こ
れ
以
前
、
九
月
の
長
崎
府
の
伺
い
に
対
す
る

指
令
で
も
同
様
の
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
実
際
に
は
一
二
月
以
前
か
ら
こ
の
手
続
き
で

神
職
継
目
が
出
願
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
（
『
復
古
記
』
八
巻
一
九
五
～
一
九
六
頁
）
。

（
6
4
）
　
『
太
政
類
典
』
第
一
編
第
一
八
八
巻
（
国
立
公
文
書
館
蔵
）

（
6
5
）
　
『
法
規
分
類
大
全
』
二
六
巻
八
一
頁

（
6
6
）
　
『
神
奈
川
県
史
料
』
一
巻
一
一
九
頁

（
6
7
）
　
『
神
奈
川
県
史
料
』
一
巻
一
一
九
頁

（
6
8
）
　
『
神
奈
川
県
史
料
』
一
巻
一
二
〇
貢

（
6
9
）
　
『
法
規
分
類
大
全
』
二
六
巻
三
八
頁


